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周防大島町告示第60号 

 平成18年第３回周防大島町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成18年９月１日 

                              周防大島町長 中本 冨夫 

１ 期 日  平成18年９月８日 

２ 場 所  大島庁舎議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

安本 貞敏君          伊東 梅芳君 

土手 正喜君          平野 和生君 

荒川 政義君          浜戸 信充君 

杉山 藤雄君          神岡 光人君 

田村 三郎君          伊藤 秀行君 

平村 真成君          魚谷 洋一君 

松井 岑雄君          黑田 壇豊君 

広田 清晴君          魚原 満晴君 

冨田 安英君          木村  潔君 

中本 博明君          平川 敏郎君 

田中隆太郎君          小田 貞利君 

尾元  武君          久保 雅己君 

新山 玄雄君                 

────────────────────────────── 

○９月21日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月22日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成18年 第３回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成18年９月８日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         平成18年９月８日 午前９時30分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに議案説明 

 日程第５ 同意第１号 周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 日程第６ 認定第１号 平成１７年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第７ 認定第２号 平成１７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第８ 認定第３号 平成１７年度周防大島町老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第９ 認定第４号 平成１７年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第10 認定第５号 平成１７年度周防大島町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第11 認定第６号 平成１７年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第12 認定第７号 平成１７年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第13 認定第８号 平成１７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第14 認定第９号 平成１７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第15 認定第10号 平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第16 認定第11号 平成１７年度周防大島町交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 
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 日程第17 認定第12号 平成１７年度周防大島町公営企業局事業決算の認定について 

 日程第18 認定第13号 平成１７年度山口県東部地方税整理組合一般会計歳入歳出決算の認定

について 

 日程第19 議案第１号 平成１８年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第20 議案第２号 平成１８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

 日程第21 議案第３号 平成１８年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第22 議案第４号 平成１８年度周防大島町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第23 議案第５号 平成１８年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第24 議案第６号 平成１８年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

 日程第25 議案第７号 平成１８年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について 

 日程第26 議案第８号 平成１８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について 

 日程第27 議案第９号 平成１８年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第28 議案第10号 平成１８年度周防大島町交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号）

について 

 日程第29 議案第11号 平成１７年度周防大島町公営企業局事業剰余金処分について 

 日程第30 議案第12号 あらたに生じた土地の確認について 

 日程第31 議案第13号 字の区域の変更について 

 日程第32 議案第14号 周防大島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に

ついて 

 日程第33 議案第15号 周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正について 

 日程第34 議案第16号 周防大島町生きがい活動支援通所施設の設置及び管理運営に関する条

例の一部改正について 

 日程第35 議案第17号 周防大島町国民健康保険条例の一部改正について 

 日程第36 議案第18号 山口県市町村災害基金組合の解散に関する協議について 
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 日程第37 議案第19号 山口県市町村職員退職手当組合の解散に関する協議について 

 日程第38 議案第20号 山口県市町村消防団員補償等組合の解散に関する協議について 

 日程第39 議案第21号 山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散に関する協議につい

て 

 日程第40 議案第22号 山口県自治会館管理組合の解散に関する協議について 

 日程第41 議案第23号 山口県市町村公平委員会の共同設置の廃止に関する協議について 

 日程第42 議案第24号 山口県市町村災害基金組合の解散に伴う財産処分に関する協議につい

て 

 日程第43 議案第25号 山口県市町村職員退職手当組合の解散に伴う財産処分に関する協議に

ついて 

 日程第44 議案第26号 山口県市町村消防団員補償等組合の解散に伴う財産処分に関する協議

について 

 日程第45 議案第27号 山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散に伴う財産処分に関

する協議について 

 日程第46 議案第28号 山口県自治会館管理組合の解散に伴う財産処分に関する協議について 

 日程第47 議案第29号 山口県市町総合事務組合の設立について 

 日程第48 議案第30号 柳井地区広域消防組合規約の変更について 

 日程第49 議案第31号 油宇集会施設の指定管理者の指定について 

 日程第50 議案第32号 小泊集会施設の指定管理者の指定について 

 日程第51 議案第33号 むつみ荘の指定管理者の指定について 

 日程第52 議案第34号 平成１８年度小松屋代簡易水道配水管新設工事の請負契約の締結につ

いて 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに議案説明 

 日程第５ 同意第１号 周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 日程第６ 認定第１号 平成１７年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第７ 認定第２号 平成１７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 
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 日程第８ 認定第３号 平成１７年度周防大島町老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第９ 認定第４号 平成１７年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第10 認定第５号 平成１７年度周防大島町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第11 認定第６号 平成１７年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第12 認定第７号 平成１７年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第13 認定第８号 平成１７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第14 認定第９号 平成１７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第15 認定第10号 平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第16 認定第11号 平成１７年度周防大島町交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第17 認定第12号 平成１７年度周防大島町公営企業局事業決算の認定について 

 日程第18 認定第13号 平成１７年度山口県東部地方税整理組合一般会計歳入歳出決算の認定

について 

 日程第19 議案第１号 平成１８年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第20 議案第２号 平成１８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

 日程第21 議案第３号 平成１８年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第22 議案第４号 平成１８年度周防大島町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第23 議案第５号 平成１８年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第24 議案第６号 平成１８年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
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 日程第25 議案第７号 平成１８年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について 

 日程第26 議案第８号 平成１８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について 

 日程第27 議案第９号 平成１８年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第28 議案第10号 平成１８年度周防大島町交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号）

について 

 日程第29 議案第11号 平成１７年度周防大島町公営企業局事業剰余金処分について 

 日程第30 議案第12号 あらたに生じた土地の確認について 

 日程第31 議案第13号 字の区域の変更について 

 日程第32 議案第14号 周防大島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に

ついて 

 日程第33 議案第15号 周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正について 

 日程第34 議案第16号 周防大島町生きがい活動支援通所施設の設置及び管理運営に関する条

例の一部改正について 

 日程第35 議案第17号 周防大島町国民健康保険条例の一部改正について 

 日程第36 議案第18号 山口県市町村災害基金組合の解散に関する協議について 

 日程第37 議案第19号 山口県市町村職員退職手当組合の解散に関する協議について 

 日程第38 議案第20号 山口県市町村消防団員補償等組合の解散に関する協議について 

 日程第39 議案第21号 山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散に関する協議につい

て 

 日程第40 議案第22号 山口県自治会館管理組合の解散に関する協議について 

 日程第41 議案第23号 山口県市町村公平委員会の共同設置の廃止に関する協議について 

 日程第42 議案第24号 山口県市町村災害基金組合の解散に伴う財産処分に関する協議につい

て 

 日程第43 議案第25号 山口県市町村職員退職手当組合の解散に伴う財産処分に関する協議に

ついて 

 日程第44 議案第26号 山口県市町村消防団員補償等組合の解散に伴う財産処分に関する協議

について 

 日程第45 議案第27号 山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散に伴う財産処分に関

する協議について 
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 日程第46 議案第28号 山口県自治会館管理組合の解散に伴う財産処分に関する協議について 

 日程第47 議案第29号 山口県市町総合事務組合の設立について 

 日程第48 議案第30号 柳井地区広域消防組合規約の変更について 

 日程第49 議案第31号 油宇集会施設の指定管理者の指定について 

 日程第50 議案第32号 小泊集会施設の指定管理者の指定について 

 日程第51 議案第33号 むつみ荘の指定管理者の指定について 

 日程第52 議案第34号 平成１８年度小松屋代簡易水道配水管新設工事の請負契約の締結につ

いて 

────────────────────────────── 

出席議員（25名） 

１番 安本 貞敏君       ２番 伊東 梅芳君 

３番 土手 正喜君       ４番 平野 和生君 

５番 荒川 政義君       ６番 浜戸 信充君 

７番 杉山 藤雄君       ８番 神岡 光人君 

９番 田村 三郎君       10番 伊藤 秀行君 

12番 平村 真成君       13番 魚谷 洋一君 

14番 松井 岑雄君       15番 黑田 壇豊君 

16番 広田 清晴君       17番 魚原 満晴君 

18番 冨田 安英君       19番 木村  潔君 

20番 中本 博明君       21番 平川 敏郎君 

22番 田中隆太郎君       23番 小田 貞利君 

24番 尾元  武君       25番 久保 雅己君 

26番 新山 玄雄君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 坂本  薫君     議事課長 木元 真琴君 

書  記 河井 敏博君     書  記 平田富久代君 

書  記 藤本万亀子君                 
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────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 中本 冨夫君   助役 …………………… 椎木  巧君 

収入役 ………………… 吉村 正晴君   教育長 ………………… 平田  武君 

公営企業管理者 ……… 川田 昌満君   総務部長 ……………… 村田 雅典君 

総務課長 ……………… 吉田 芳春君   政策企画課長 ………… 中野 守雄君 

財政課長 ……………… 奈良元正昭君   健康福祉部長 ………… 馬野 正文君 

産業建設部長 ………… 岡村 春雄君   環境生活部長 ………… 村田 章文君 

久賀総合支所長 ……… 野口 菊義君   大島総合支所長 ……… 山本  治君 

東和総合支所長 ……… 鍵本 一和君   橘総合支所長 ………… 中河 美昭君 

教育次長 ……………… 布村 和男君   公営企業局総務部長 … 河村 常和君 

税務課長 ……………… 橋本 澄夫君                      

────────────────────────────── 

午前９時30分開会 

○議長（新山 玄雄君）  本日は御出席をいただきましてありがとうございます。ただいまから平

成１８年第３回周防大島町議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、１２番、平村真成議員、１３番、

魚谷洋一議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、去る９月１日開催の議会運営委員会において協議の結果、

お手元に配布してある会期日程のとおり、本日から９月２２日までの１５日間といたしたいと思

います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、お手元に配布して

あるとおり会期日程のとおり、本日から９月２２日までの１５日間とすることに決しました。 
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────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 まず、本年６月以降本日までに本議会に提出されております文書について御報告いたします。 

 地方自治法の規定に基づき、監査委員より例月現金出納検査６月、７月、８月実施分の結果の

報告がありましたので、お手元にその写しを配布いたしております。 

 次に、陳情、要望について受理いたしましたものは、お手元の文書表のとおり受理番号２３号、

２４号の２件であります。既に御通知いたしておりますとおり、議会運営委員会にお諮りいただ

き、２件とも議員配布として既に皆様方にお届けいたしております。 

 最後に、建設環境常任委員長より委員会の行政視察研修の成果報告が提出されておりますので、

お手元にその写しを配布いたしております。御高覧いただきたいと思います。建設環境常任委員

会の皆様、研修御苦労さまでございました。 

 以上、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告並びに議案説明 

○議長（新山 玄雄君）  日程第４、行政報告並びに議案の説明に入ります。 

 町長より行政報告並びに議案の説明を求めます。中本町長。 

○町長（中本 冨夫君）  おはようございます。平成１８年第３回周防大島町議会定例会を招集い

たしましたところ、議員各位におかれましては、御多忙の折、早朝から御参集を賜り、まことに

ありがたく、厚くお礼を申し上げます。それでは、本日提案をしております議案につきまして、

提案理由の説明を申し上げます。 

 本定例会に提案をしております案件は、人事案件１件、決算の認定に関するもの１３件、補正

予算等に関するもの１０件、剰余金処分に関するもの１件、字の区域の変更等に関するもの２件、

条例の一部改正に関するもの４件、県下の一部事務組合等の解散・統合に関するもの１２件、組

合規約の変更に関するもの１件、指定管理者の指定に関するもの３件、工事請負契約の締結に関

するもの１件であります。 

 まず、同意第１号は、周防大島町教育委員会委員の任命につきまして同意を求めることについ

てであります。 

 来る１１月２６日を以って任期満了となります周防大島町教育委員会委員の任命につき、議会

の御同意をお願いをするものであります。 

 次に、認定第１号から認定第１３号までの１３件は、平成１７年度各会計決算等の認定につい

てであります。 
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 平成１７年度は、合併後初めての通年予算を立て、新生周防大島町として各種の事業実施に取

り組んでところであります。本日は、平成１７年度の周防大島町一般会計歳入歳出決算をはじめ

とした各特別会計歳入歳出決算、周防大島町公営企業局事業決算、山口県東部地方税整理組合一

般会計歳入歳出決算の認定についてお諮りをするものでございます。 

 監査委員の決算審査意見並びに主要施策成果説明書を添えて決算書をお配りをいたしていると

ころでありますが、おかげさまで各会計とも順調に予算の執行ができました。 

 このことは、議員各位をはじめ町民の皆様方の温かい御理解と御協力のたまものであり、ここ

に深く感謝の意を表する次第であります。 

 決算の詳細内容につきましては、後ほどそれぞれ担当から御説明を申し上げます。 

 議案第１号は、平成１８年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）についてであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７,７２８万２,０００円を追加をし、歳入歳

出の総額をそれぞれ１６１億９,６６７万２,０００円とするものであります。 

 議案第２号は、平成１８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

てであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３億８,５３９万５,０００円を追加をし、歳

入歳出の総額をそれぞれ３６億１,６０８万９,０００円とするものであります。 

 議案第３号は、平成１８年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）についてで

あります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６,６５７万１,０００円を追加をし、歳入歳

出の総額をそれぞれ２７億９,５７２万円とするものであります。 

 議案第４号は、平成１８年度周防大島町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）についてで

あります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１０万円を追加をし、歳入歳出の総額をそれ

ぞれ２,６９３万５,０００円とするものであります。 

 議案第５号は、平成１８年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）についてで

あります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９４５万９,０００円を追加をし、歳入歳出

の総額をそれぞれ１０億９,４４７万５,０００円とするものであります。 

 議案第６号は、平成１８年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）についてであ

ります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６３９万６,０００円を追加をし、歳入歳出

の総額をそれぞれ４億８,１５８万３,０００円とするものであります。 
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 議案第７号は、平成１８年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につい

てであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に変更はありませんが、財源の組みかえに伴う補正を行うものであ

ります。 

 議案第８号は、平成１８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につい

てであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７２万円を追加をし、歳入歳出の総額をそれ

ぞれ４,８７５万円とするものであります。 

 議案第９号は、平成１８年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）についてであり

ます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５５万１,０００円を追加をし、歳入歳出の

総額をそれぞれ８,５５２万６,０００円とするものであります。 

 議案第１０号は、平成１８年度周防大島町交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号）につ

いてであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ４万２,０００円を減額をし、歳入歳出の

総額をそれぞれ９８３万８,０００円とするものであります。 

 議案第１１号は、平成１７年度周防大島町公営企業局事業剰余金処分についてであります。 

 公営企業局事業において、平成１７年度に発生をした純利益を処分しようとするものでありま

す。 

 議案第１２号と議案第１３号は、新たに生じた土地の確認とそれに伴います字の区域の変更に

ついてであります。 

 国道４３７号線の道路改良工事が事業完了し、和田、伊保田間の両地区において、公有水面埋

立法の規定に基づき竣工認可された新たに生じた土地の確認と、それぞれに関連する字の区域の

変更について、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第１４号は、周防大島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について

であります。 

 最近の社会情勢等を考慮して、育児または介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び

超過勤務の制限の一部を改正する人事院規則が公布施行されたことに伴い、条例の一部を改正し

ようとするものであります。 

 議案第１５号は、周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正についてであります。 

 洪水や高潮等のハザードマップを作成するにあたり、周防大島町ハザードマップ検討委員会を

設置をし、委員報酬の支払いをするため、条例の一部を改正するものでございます。 
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 議案第１６号は、周防大島町生きがい活動支援通所施設の設置及び管理運営に関する条例の一

部改正についてであります。 

 旧久賀町の旧椋野保育所においては、平成１５年に廃止をし、その後、利活用についていろい

ろ検討してきたところですが、このたび社会福祉施設への転用が適当であるとの結論に至り、条

例の一部を改正するものであります。 

 議案第１７号は、周防大島町国民健康保険条例の一部改正についてであります。 

 国民健康保険法の一部改正によりまして、出産育児一時金が改正されましたので、条例の一部

を改正するものであります。 

 議案第１８号から議案第２９号までの１２案件は、山口県内における県単位の一部事務組合を

解散・統合し、これらの共同処理事務を一元的に処理する、複合的一部事務組合を新たに設置す

るための関連議案であります。 

 議案第１８号は、山口県市町村災害基金組合の解散に関する協議について。 

 議案第１９号は、山口県市町村職員退職手当組合の解散に関する協議について。 

 議案第２０号は、山口県市町村消防団員補償等組合の解散に関する協議について。 

 議案第２１号は、山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散に関する協議について。 

 議案第２２号は、山口県自治会館管理組合の解散に関する協議について。 

 議案第２３号は、山口県市町村公平委員会の共同設置の廃止に関する協議について。 

 議案第２４号は、山口県市町村災害基金組合の解散に伴う財産処分に関する協議について。 

 議案第２５号は、山口県市町村職員退職手当組合の解散に伴う財産処分に関する協議について。 

 議案第２６号は、山口県市町村消防団員補償等組合の解散に伴う財産処分に関する協議につい

て。 

 議案第２７号は、山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散に伴う財産処分に関する協

議について。 

 議案第２８号は、山口県自治会館管理組合の解散に伴う財産処分に関する協議について。 

 議案第２９号は、山口県市町村総合事務組合の設立について。 

 議案第３０号は、柳井地区広域消防組合規約の変更についてであります。 

 消防組織法の一部を改正する法律が公布・施行されましたことに伴いまして、柳井地区広域消

防組合規約の一部変更について、議会の議決をお願いするものであります。 

 議案第３１号から議案第３３号までは、指定管理者の指定についてであります。 

 本町の一部の公の施設について、指定管理者を指定をし、運用を開始するものであります。こ

のたびは、自治会を非公募により指定管理者に指定しようとするものであります。 

 議案第３１号は、油宇集会施設の指定管理者の指定について。 
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 議案第３２号は、小泊集会施設の指定管理者の指定について。 

 議案第３３号は、むつみ荘の指定管理者の指定についてであります。 

 議案第３４号は、平成１８年度小松屋代簡易水道配水管新設工事の請負契約の締結についてで

あります。 

 指名競争入札の結果、周防大島町大字東安下庄のユタカ工業株式会社が落札をいたしましたの

で、この業者と工事請負契約を締結するために議会の議決をお願いをするものでございます。 

 以上が、本日提案しておる議案等であります。 

 この際、行政報告を申し上げます。 

 新聞等で既に御承知のことと存じますが、去る８月２日、私は北原防衛施設庁長官を訪問をし、

米軍岩国基地再編に伴う要望書を提出をいたしました。５月３０日の閣議決定の趣旨を尊重し、

これを踏まえて、お互いに接点を求めて努力するという現実的な対応が求められていると考え、

住民生活の安心、安全対策、騒音対策を講じていただくとともに、地域振興策についても法制面

及び経費面を含めた制度化を早急に措置をしていただきたい。その際には、本町の実情と要望内

容に十分配慮をいただき、適切な措置を講じていただきたいといった内容の要望をいたしました。 

 これに対しまして、北原長官から、政府として閣議決定を踏まえて、責任ある誠実な対応をす

るとともに、地域要望等については、個別に協議をし、知恵を出しながら対応していきたいとの

回答をいただいたところでございます。 

 なお、二井山口県知事におかれましても、８月２４日に岩国基地の軍民共用化のための来年度

予算要望で防衛施設庁を尋ね、米軍再編については既に閣議決定も行われ、着実に実施されるも

のと理解をしているという見解を伝えるとともに、地域振興策として、民間機就航に必要な経費

の負担を国に要望したと聞いております。 

 次に、後期高齢者医療制度につきまして御報告を申し上げます。 

 平成１８年６月１４日に成立をいたしました健康保険法の一部を改正する法律によりまして、

老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正され、７５歳以上を対象とする後期高齢者

医療制度について、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が運営するとともに、平成

１８年度中に当該広域連合を設立し、平成２０年４月から実施することが規定されております。

後期高齢者医療にかかる広域連合設立準備委員会の設置に向けた事前調整を行うため、山口県内

の全市、町の了解を得て、平成１８年５月２２日に設置をした山口県後期高齢者医療広域連合設

立準備委員会事前検討会では、５回にわたりまして広域連合設立準備会設置にかかる検討事項の

協議を行いましたので、その検討、結果を御報告をいたします。 

 会の名称は、山口県後期高齢者医療広域連合設立準備委員会とし、設置場所は、山口県自治会

館４階の、山口県国民健康保険団体連合会の旧設置場所とする。委員会の委員は、県内全市、町
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の市長をもって組織をする。幹事会は、全市、町の老人医療担当課長または国民健康保険担当課

長、２２人をもって組織をする。事務局は、市、県、国保連合会及び市、町、総合事務組合の職

員で組織をする。事前検討会の委員である下関市、宇部市、山口市、萩市、岩国市、長門市、柳

井市及び周南市の８市については、設立準備委員会事務局の発足当初から職員を派遣をし、残り

の５市についてはできるだけ早い時期に派遣を行い、町については広域連合設立時に派遣をする。

準備委員会の運営に要する経費は、全市、町の負担金により精算することとし、負担金は各市、

町が１２月補正で予算措置をする。 

 なお、事務局の設置は、平成１８年９月１日となっております。 

 今後の予定は、今年度中の広域連合設立に向け、各市、町が１２月議会において広域連合の規

約を議決。県知事の許可を得て、１９年２月には広域連合を設立をし、全市、町から４０人程度

の職員を派遣をし、２０年４月の施行に向け準備を進めてまいることにしております。 

 次に、周東総合病院の小児科存続対策につきまして御報告を申し上げます。 

 現在、周東総合病院の小児科は、山口大学医学部から２名の小児科医の派遣を受けて診療に当

たられております。そのうち１名の医師が開業を予定しており、平成１９年３月に退職をされる

予定でございます。小児科医が１名になりますと、周東総合病院の当直医の負担増や小児救急が

困難となることから、山口大学では残りの１名の小児科医も引き上げを予定しているという状況

のようでございます。山口大学側も地域医療の確保の観点から、派遣の継続について検討されて

いますが、全国的に小児科医不足、医師の都市への集中化、勤務医の過剰労働等に伴う開業志向

などから、派遣できる小児科医がいないという厳しい現状となっているようでございます。 

 周東総合病院の小児科が廃止されれば、医療圏域に小児科の入院施設がなくなり。さらには小

児救急にも大きく影響することが予想され、本町としても重大な事態と認識をしております。 

 この問題につきましては、現在も周東総合病院は山口大学と派遣交渉を重ねておられますが、

小児科医を含めた地域医療を堅持するため、周東総合病院、柳井医療圏域内の３医師会及び市、

町の三者による協議会を立ち上げ、協議を進めてきました。また、山口県医師会とも協議を進め

てまいりました。柳井医療圏には、休日、夜間の一次を含めた小児救急が周東総合病院しかない

ことから、小児の診療が周到総合病院に集中をし、当直医に過重な負担がかかっております。当

直医の負担を減らす方法としまして、協議会の中に作業部会を設け、周東総合病院の中に開業医

の診療による夜間診療所の開設に向けて検討を開始をし、９月中には方針を出す予定としており

ます。周東総合病院当直医の負担を軽減した上で、小児科の存続について山口大学、県医師会、

県と協議を進めてまいる予定としております。周東総合病院の小児科存続問題の非常事態を回避

するためには、周東総合病院、医師会、行政などの関係機関と住民が一体となって地域ぐるみの

取り組みを進めることが必要となり、関係機関において検討、協議を進めております。 
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 次に、竜崎温泉潮風の湯の竣工について報告を申し上げます。 

 竜崎温泉潮風の湯は、平成１７年２月に着工以来、プールを併設した新館の増築と本館の改修

工事を進めてきましたが、このたび完成をし、浴場施設は７月７日にグランドオープンいたしま

した。７月１０日に来賓各位の御臨席のもとに竣工式を挙行し、翌１１日にはプールにつきまし

てもオープンをいたしました。グランドオープン以来、２カ月を経過をいたしましたが、利用人

数は、浴場施設において、昨年と比較いたしますとおよそ４割増と大幅にふえており、大変な盛

況でございます。プールにつきましては、目標利用人数を下回っておりますが、オープン直後で

あることを考えれば、まずまずの利用状況と考えております。今後ともますますの利用促進を図

ってまいる所存であります。 

 次に、同じ町名が縁で交流を重ねている佐賀県武雄市の橘小学校６年生と橘自治会が本年も

７月１２日から２泊３日の日程で来町をされました。今回は橘ウインドパークを拠点に、大島Ｂ

＆Ｇでのカヌー体験、なぎさ水族館、陸奥記念館の見学、橘では、生活改善グループの皆さんに

よる茶がゆ、鯛めしの郷土料理づくり、安下庄小学校児童との触れ合い学習を体験をされ、交流

を通じて子供たちに島のよさと感動を与えました。 

 最後に、公営企業局関係について報告を申し上げます。 

 町立大島病院の新築移転用地についてでありますが、現在地に近く、患者が利用しやすい等の

利点から、ＪＲバスの用地等々を考えておりましたが、このたび中国ＪＲバス株式会社から売却

してもよいとの回答がありましたので、今後金額等につきまして相手方と折衝していきたいと考

えております。 

 以上、概要につきまして御説明をいたしましたが、詳しくは提案の都度、私なり関係参与が御

説明を申し上げますので、何とぞ慎重なる御審議の上、御議決をたまわりますようよろしくお願

いをいたします。終わります。 

○議長（新山 玄雄君）  以上で行政報告並びに議案の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．同意第１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第５、同意第１号周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求

めることについてを上程し、これを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。中本町長。 

○町長（中本 冨夫君）  同意第１号周防大島町教育委員会委員の任命についての提案理由を申し

上げます。 

 本案は、１１月２６日をもって任期満了となります中原徹也氏を周防大島町教育委員会委員と

して再度任命をいたしたく、議会の同意をいただくために提案するものであります。 
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 中原徹也氏は、温厚誠実な人柄、また幅広い学識経験は、教育委員として適任者であると考え

ますので、任命に当たりまして議会の御同意を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりました。 

 お諮りします。本件は人事案件でありますので、質疑、討論は省略したいと思いますが、御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。中原徹也委員の任命につき同意を求め

ることについて、これを同意とすることに賛成の議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、中原徹也委員の任命につき同意すること

に決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．認定第１号 

日程第７．認定第２号 

日程第８．認定第３号 

日程第９．認定第４号 

日程第１０．認定第５号 

日程第１１．認定第６号 

日程第１２．認定第７号 

日程第１３．認定第８号 

日程第１４．認定第９号 

日程第１５．認定第１０号 

日程第１６．認定第１１号 

日程第１７．認定第１２号 

日程第１８．認定第１３号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第６、認定第１号平成１７年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の

認定についてから、日程第１８、認定第１３号平成１７年度山口県東部地方税整理組合一般会計

歳入歳出決算の認定についてまでの１３議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。吉村収入役。 

○収入役（吉村 正晴君）  おはようございます。それでは、認定第１号平成１７年度周防大島町

一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１１号平成１７年度周防大島町交通災害共済
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事業特別会計歳入歳出決算の認定につきましてまでの補足説明を申し上げます。 

 この認定は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、各会計の決算につきまして

議会の認定をお願いするものでございます。 

 それでは、認定第１号平成１７年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定につきまして補足

説明いたします。 

 決算書の３ページをお願いします。 

 歳入の合計額を申し上げますと、予算総額１７５億３,５６０万円、調定額１７５億２,２８１万

８５８円に対しまして、収入済額は１７０億８,４４６万２８２円で、調定額に対する収入率は

９７.５％でございます。不納欠損額９５９万７,６４３円につきましては、１ページの１款町税

１項町民税６９人の２８２万２５２円、２項固定資産税は７５人の４８４万６,０１１円、３項

軽自動車税は５９人の２８万１,６００円、５項特別土地保有税は６社の８３万９,１００円、

２ページの１１款分担金及び負担金２項負担金では、保育料４人分の８１万６８０円の合計でご

ざいます。 

 収入未済額４億２,８７５万２,９３３円の内訳につきましては、主に１ページの１款町税１項

町民税現年２２２人、滞納繰り越し４４２人、合計６６４人で３,０４５万８,４１９円、２項固

定資産税では、現年３２７人、滞納繰り越し４２４人、合計７５１人で５,０００万８,３８３円、

３項軽自動車税では、現年２６９人、滞納繰り越し３３６人、合計６０５人で４０２万６,４００円、

５項特別土地保有税は、滞納繰り越し１０社で１,４０４万６,８００円、２ページの１１款分担

金及び負担金２項負担金で、保育料の現年１１人、滞納繰り越し３８人、合計４９人の５９５万

５,２４０円、１２款使用料及び手数料１項使用料で、住宅使用料の現年７９人、滞納繰り越し

１９６人、計２７５人の２,８７０万５,６８６名及び写真使用料１件１４万１,０００円の合計

２,８８４万６,６８６円、１３款国庫支出金１億５,３２１万２,０００円、１４款県支出資金

７,００４万８,７５０円、２０款町債７,１３０万円につきましては、事業の繰り越しに伴う未

収でございます。 

 ５ページをお開き願います。 

 歳出の予算総額１７５億３,５６０万円に対しまして、支出済額は１６７億３,６９７万

６,０４０円で、執行率は９５.４５％でございます。翌年度繰越額５億６５０万２,０００円に

つきましては、６月定例議会において報告しております平成１７年度周防大島町繰越明許費の繰

越額でございます。内訳は、４ページの４款衛生費１項保健衛生費で温泉利用施設等整備事業費

１億３２５万７,０００円、５款農林水産業費１項農業費で団体営ため池等の整備事業費

６４８万円、２項林業費で林道開設事業費３,３３７万８,０００円、３項水産業費で広域水産物

供給基盤整備事業費外３件で７,３７２万６,０００円、７款土木費２項道路橋梁費で道路新設改
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良事業費２,７８０万円、５ページの１０款災害復旧費１項農林水産業施設災害復旧費で現年度

漁協施設補助災害復旧事業費外２件で２億５,６８６万円、２項公共土木施設災害復旧費で現年

度道路橋梁補助災害復旧事業費５００万１,０００円でございます。不用額につきましては、事

務事業の精算により２億９,２１２万１,９６０円となっております。 

 歳入歳出差引残額は３億４,７４８万４,２４２円でございます。 

 以上で、一般会計の説明を終わります。詳細につきましては４９ページからの一般会計歳入歳

出決算事項別明細書を御参照のほどお願いいたします。 

 なお、以後の各会計の事項別明細書につきましても説明は割愛させていただきますので、よろ

しくお願いします。 

 続きまして、認定第２号平成１７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして補足説明をいたします。 

 ９ページをお願いします。 

 歳入の予算総額３３億３,４０９万２,０００円、調定額３２億２,４８７万９,６０９円に対し

まして、収入済額は３１億３,３７７万７,６９３円で、調定額に対する収入率は９７.１８％で

ございます。不納欠損額は国民健康保険税の９６人で８１５万５,７４６円となっております。

また、収入未済額は国民健康保険税の現年３７５人、滞納繰り越し３９０人、合計７６５人で

８,２９４万６,１７０円でございます。 

 １０ページをお願いします。 

 歳出の予算総額３３億３,４０９万２,０００円に対しまして、支出済額は３０億９,９８９万

８,１１８円、執行率は９２.９８％となっております。翌年度繰越額がゼロ円で、不用額は２億

３,４１９万３,８８２円となっています。 

 歳入歳出差引残額は３,３８７万９,５７５円でございます。なお、被保険者の状況でございま

すが、１７年度末の世帯数は７,８９９世帯、被保険者数は１万３,３５４人で、加入率は

６１.５％でございます。また、１人当たり医療費は３４万４,７３０円となっております。 

 続きまして、認定第３号平成１７年度周防大島町老人保健事業特別会計歳入歳出決算につきま

して補足説明をいたします。 

 １３ページをお願いします。 

 歳入の予算総額５２億６,９１９万６,０００円、調定額５１億５,２９７万４７１円に対しま

して、収入済額は５１億５,２９７万４７１円で、収入率は１００％となっておりまして、不納

欠損額、収入未済額ともにゼロ円でございます。 

 １４ページをお願いします。 

 歳出の予算総額５２億６,９１９万６,０００円に対しまして、支出済額は５１億３,７１５万
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６,７２７円で、執行率は９７.４９％でございます。不用額は１億３,２０３万９,２７３円とな

っております。 

 歳入歳出差引残額は１,５８１万３,７４４円でございます。なお、年度末の老人医療受給者数

は６,５１９人で、受給率は３０.０４％でございます。また、１人当たり医療費は８４万

４,１２１円となっております。 

 続きまして、認定第４号平成１７年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきま

して補足説明をいたします。 

 １７ページをお願いします。 

 歳入の予算総額２６億７,７００万１,０００円、調定額２７億１,７４４万２,１０３円に対し

まして、収入済額は２７億１,１８６万９,５５６円で、収入率は９９.７９％となっております。

不納欠損額の７４万２０２円は、介護保険料の２６人分でございます。収入未済額は介護保険料

の現年１１８人、滞納繰り越し１０９人、合計２２７人分の４８３万２,３４５円でございます。 

 １８ページをお願いします。 

 歳出の予算総額２６億７,７００万１,０００円に対しまして、支出済額は２６億４,４６５万

１,４７２円で、執行率は９８.７９％でございます。翌年度繰越額はゼロ円で、不用額は

３,２３４万９,５２８円となっております。 

 歳入歳出差引残額は６,７２１万８,０８４円でございます。なお、１７年度末の第１号被保険

者数は９,７０３人で、人口に占める割合は４４.７１％でございます。また、認定者数は

２,１２５人となっております。 

 続きまして、認定第５号平成１７年度周防大島町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算につきま

して補足説明をいたします。 

 ２１ページをお願いします。 

 歳入の予算総額２,８３９万３,０００円、調定額２,７７３万２,９８２円に対しまして、収入

済額は２,７７３万２,９８２円で、収入率は１００％となっておりまして、不納欠損額、収入未

済額ともにゼロ円でございます。 

 ２２ページをお願いします。 

 歳出の予算総額２,８３９万３,０００円に対しまして、支出済額は２,７７３万２,９８２円で、

執行率は９７.６８％でございます。翌年度繰越額がゼロ円で、不用額は６６万１８円となって

おります。 

 歳入歳出差引残額はゼロ円の決算となっております。なお、訪問看護利用状況、利用実人員は

３７人で、利用延べ回数は１,７２４回となっております。 

 続きまして、認定第６号平成１７年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につきま
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して補足説明をいたします。 

 ２５ページをお願いします。 

 歳入の予算総額１０億５,２６２万４,０００円、調定額１０億７,３６７万４,７８８円に対し

まして、収入済額は１０億４,３５５万３,５９２円、収入率は９７.１９％でございます。不納

欠損額はゼロ円で、収入未済額は２款使用料及び手数料１項使用料で、給水使用料の現年

４７６人、滞納繰り越し８００人、合計１,２７６人の３,０１２万１,１９６円でございます。 

 ２６ページをお願いします。 

 歳出の予算総額１０億５,２６２万４,０００円に対しまして、支出済額は１０億４,３５５万

３,５９２円で、執行率は９９.１４％でございます。翌年度繰越額はゼロ円で、不用額は

９０７万４０８円となっております。 

 歳入歳出差引残額はゼロ円の決算でございます。なお、給水人口は１万８,９５１人で、普及

率は８６.９７％でございます。 

 続きまして、認定第７号平成１７年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算につきまし

て補足説明をいたします。 

 ２９ページをお願いします。 

 歳入の予算総額５億９,２１３万１,０００円、調定額５億９,２３４万５,４７４円に対しまし

て、収入済額は５億５,１６２万５,６４４円で、収入率は９３.１３％でございます。不納欠損

額ゼロ円で、収入未済額は４,０７１万９,８３０円の内訳につきましては、１款分担金及び負担

金１項分担金で、受益者分担金の現年５８人、滞納繰り越し９６人、合計１５４人の２９５万

１,８００円、２項使用料及び手数料１項使用料で現年１３２人、滞納繰り越し２７７人、合計

４０９人、１２９万９,２３０円、２項手数料の６万８,８００円は督促手数料でございます。

３款国庫支出金１,１５０万円、６款町債２,４９０万円は、事業の繰り越しに伴うものでござい

ます。 

 ３０ページをお願いします。 

 歳出の予算総額５億９,２１３万１,０００円に対しまして、支出済額は５億２,６７４万

７,６４４円で、執行率は８８.９６％でございます。翌年度繰越額６,１２７万８,０００円の内

訳につきましては、下水道台帳整備費６０１万８,０００円、安下庄地区下水道事業費５,５２６万

円でございます。不用額は４１０万５,３５６円となっております。 

 歳入歳出差引残額は２,４８７万８,０００円でございます。 

 続きまして、認定第８号平成１７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして補足説明をいたします。 

 ３３ページをお願いします。 
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 歳入の予算総額１６億９,９８７万２,０００円、調定額１６億８,３８４万４７３円に対しま

して、収入済額は１４億６,２９８万７,３６８円で、収入率は８６.８９％でございます。不納

欠損額はゼロ円で、収入未済額は２億２,０８１万３,１０５円の内訳につきましては、１款分担

金及び負担金では、分担金の現年２５人、滞納繰り越し２２人、合計４７人の８２万１,５００円

及び事業の繰り越しに伴う受益者分担金４０３万５,４９１円、２款使用料及び手数料１項使用

料で、下水道使用料の現年１４人、滞納繰り越し５人、合計１９人の１７万３,０１４円、２項

手数料１万４,１００円は督促手数料でございます。３款県支出金１億２,４９６万９,０００円、

６款町債９,０８０万円は事業の繰り越しに伴うものでございます。 

 ３４ページをお願いします。 

 歳出の予算総額１６億９,９８７万２,０００円に対しまして、支出済額は１４億４,４４１万

６,３６８円で、執行率は８４.９７％でございます。翌年度繰越額２億３,７３９万６,０００円

の内訳は、下水道台帳整備費７８７万５,０００円、沖浦西地区農業集落排水事業費１,８６８万

９,０００円、沖浦東地区農業集落排水事業費１億３６８万円、和田地区農業集落排水事業費

１億７１５万２,０００円でございます。不用額は１,８０５万９,６３２円となっております。 

 歳入歳出差引残額は１,８５７万１,０００円でございます。 

 続きまして、認定第９号平成１７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして補足説明をいたします。 

 ３７ページをお願いします。 

 歳入の予算総額４,２７６万円、調定額４,２０６万２,１０９円に対しまして、収入済額は

４,２０２万６,６４９円で、収入率は９９.１６％となっております。不納欠損額はゼロ円で、

収入未済額は使用料６人分の３万５,４６０円でございます。 

 ３８ページをお願いします。 

 歳出の予算総額４,２７６万円に対しまして、支出済額は４,２０２万６,６４９円で、執行率

は９８.２８％でございます。翌年度繰越額がゼロ円で、不用額は７３万３,３５１円となってお

ります。 

 歳入歳出差引残額は繰入金で財源調整を行っておりますのでゼロ円でございます。 

 続きまして、認定第１０号平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算につきまし

て補足説明をいたします。 

 ４１ページをお願いします。 

 歳入の予算総額８,３２３万９,０００円、調定額８,０４１万４,３７２円に対しまして、収入

済額は８,０４１万４,３７２円で、収入率は１００％でございます。不納欠損額、収入未済額と

もにゼロ円となっております。 
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 ４２ページをお願いします。 

 歳出の予算総額８,３２３万９,０００円に対しまして、支出済額は８,０４１万４,３７２円で、

執行率は９６.６１％でございます。翌年度繰越額はゼロ円で、不用額は２８２万４,６２８円と

なっております。 

 歳入歳出差引残額は繰入金で財源調整を行っておりますのでゼロ円でございます。 

 続きまして、認定第１１号平成１７年度周防大島町交通災害共済特別会計歳入歳出決算につき

まして補足説明をいたします。 

 ４５ページをお願いします。 

 歳入の予算総額１,０８５万１,０００円、調定額１,００２万７,７２５円に対しまして、収入

済額は１,００２万７,７２５円で、収入率は１００％となっておりまして、不納欠損額、収入未

済額ともゼロ円でございます。 

 ４６ページをお願いします。 

 歳出の予算総額１,０８５万１,０００円に対しまして、支出済額は９０１万８,０１４円で、

執行率は８３.１１％でございます。翌年度繰越額はゼロ円で、不用額は１８３万２,９８６円と

なっております。 

 歳入歳出差引残額は１００万９,７１１円でございます。なお、１７年度の加入状況は

５０.４％で、見舞金の支給状況は、死亡２件、障害５４件で４５９万７,０００円支給されてお

ります。 

 続きまして、実質収支に関する調書の説明に入らせていただきます。単位は千円で記入してあ

ります。 

 ３８７ページをお願いします。 

 一般会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額１７０億８,４４６万円、歳出総額

１６７億３,６９７万６,０００円、歳入歳出差引額は３億４,７４８万４,０００円となり、その

うち翌年度へ繰り越す財源２億１,１９４万１,０００円を差し引きました実質収支額は１億

３,５５４万３,０００円で決算をいたしております。 

 ３８８ページは、国民健康保険事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額

３１億３,３７７万７,０００円、歳出総額３０億９,９８９万８,０００円、歳入歳出差引額は

３,３８７万９,０００円で、実質収支額も同額でございます。 

 ３８９ページは、老人保健事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額５１億

５,２９７万円、歳出総額５１億３,７１５万６,０００円、歳入歳出差引額は１,５８１万

４,０００円で、実質収支額も同額でございます。 

 ３９０ページは、介護保険事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額２８億
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１,１８６万９,０００円、歳出総額２６億４,４６５万１,０００円、歳入歳出差引額は

６,７２１万８,０００円で、実質収支額も同額でございます。 

 ３９１ページは、訪問看護事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額、歳出

総額は同額の２,７７３万２,０００円で、収支均衡の決算でございます。 

 ３９２ページは、簡易水道事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額、歳出

総額は同額の１０億４,３５５万３,０００円で、収支均衡の決算でございます。 

 ３９３ページは、下水道事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額５億

５,１６２万５,０００円、歳出総額５億２,６７４万７,０００円、歳入歳出差引額は

２,４８７万８,０００円となり、そのうち翌年度へ繰り越すべき財源が２,４８７万８,０００円

でございまして、実質収支額はゼロ円となっております。 

 ３９４ページは、農業集落排水事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額

１４億６,２９８万７,０００円、歳出総額１４億４,４４１万６,０００円、歳入歳出差引額は

１,８５７万１,０００円となり、翌年度へ繰り越すべき財源が１,８５７万１,０００円でござい

まして、実質収支額はゼロ円となっております。 

 ３９５ページは、漁業集落排水事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額、

歳出総額は同額の４,２０２万６,０００円で、収支均衡の決算でございます。 

 ３９６ページは、渡船事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額、歳出総額

は同額の８,０４１万４,０００円で、収支均衡の決算でございます。 

 ３９７ページは、交通災害共済事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額

１,００２万７,０００万円、歳出総額９０１万８,０００円、歳入歳出差引額は１００万

９,０００円で、実質収支額も同額でございます。 

 続きまして、財産に関する調書の御説明を申し上げます。 

 ３９９ページをお開き願います。今年度移動のあった部分のみ説明させていただきます。 

 １公有財産、（１）土地及び建物のうち、土地につきましては、大島庁舎駐車場用地の借地部

分を２件購入しまして、橘庁舎沖の護岸災害復旧に要する用地を県に提供しておりますので、差

し引き２,３１７.６平方メートルの増であります。建物につきましては、木造、非木造合わせま

して２,５４９.７４平方メートルの増となっております。新たに建設取得したものは、橘グリー

ンパークの管理棟及び公衆トイレ、椋野漁業の排水機場及び公衆トイレ、沖浦西地区及び和田地

区の農業集落排水事業に係る処理施設等でございます。それ以外につきましては、合併前の４町

におきまして財産に関するとらえ方の若干の差異がありましたので、これの調整を行い、計上さ

せていただいております。 

 ４００ページの（２）山林、（４）物件、（５）有価証券につきましては、移動はございませ
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ん。（３）動産につきましては、椋野漁協に浮桟橋を１台設置しております。 

 ４０１ページの（６）出資により権利では、中段目の財団法人山口県福祉基金協会出捐金の

２００万円の減は、福祉基金協会の解散に伴い減額となっております。また、柳井地域広域水道

企業団には３,１４５万７,０００円を出資いたしまして、年度末現在高は４６億７,９２０万

５,３０５円となっております。 

 ４０２ページの山口県東部南森林組合出資金の１万９,０００円の増は、これは配当金の積み

立てでございます。決算年度中の差引合計は２,９４７万６,０００円の増で、決算年度末現在高

の総計は５１億２,３７３万８,３７５円となっております。 

 ４０３ページの２物品につきましては、自動車が８台の減、備品では、４０５ページの３段目

の水中ポンプが１台ふえております。 

 ４０８ページをお願いします。３基金、（１）財政調整基金では、東和庁舎及び文化交流施設

建設基金取り崩し額４億１,４５８万３,０００円、斎場建設基金取り崩し額４,４３４万

６,０００円及び積立金１,６９０万３,０００円の合計４億７,５８８万２,０００円の増で、平

成１８年５月末現在高は１１億２,３００万２,０００円でございます。（２）の減債基金は、

１億５,４６７万５,０００円と取り崩しまして起債の償還に当てております。（３）の県収入証

紙購入基金は変更ございません。（４）の東和庁舎及び文化交流施設建設基金は、条例の廃止に

より、年額を取り崩しまして財政調整基金に積み立てております。（５）の奨学資金貸付基金の

１０万１,０００円の増は寄付金と利息でございます。（６）の福祉振興基金の４万６,０００円

の増は利息でございます。 

 ４１０ページの（７）の国民健康保険基金は、４,９９８万５,０００円取り崩しまして財源調

整を行っております。（８）の介護給付費準備基金は、８５９万５,０００円積み立てまして、

年度末現在高は１億６８万９,０００円となっております。（９）のふるさと創生基金は、

９,９９７万６,０００円取り崩しまして財源調整を行っております。（１０）の土地開発基金の

１万２,０００円の増は利息でございます。（１１）の中山間ふるさと水と土地保全基金は変更

ございません。（１２）の斎場建設基金は、条例の廃止により、年額を取り崩しまして財政調整

基金に積み立てております。 

 以上で、認定第１号平成１７年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定

第１１号平成１７年度周防大島町交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定につきましての

補足説明を終わります。 

 なお、決算補足書類、監査委員の審査意見書及び主要な施策の成果を説明する書類を添付いた

しておりますので、御審議の上、認定を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより──失礼。いいですかいね、続けて。
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続けてお願いします。休憩しましょうね。かなり時間がかかりますか。かかる。 

 じゃあ、暫時休憩します。１０時５０分まで休憩します。１５分間。 

午前10時35分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時50分再開 

○議長（新山 玄雄君）  いいですかね。それでは、休憩前に引き続き会議を再開をいたします。 

 着席をお願いします。補足説明の続きを求めます。川田企業管理者。 

○公営企業管理者（川田 昌満君）  認定第１２号平成１７年度周防大島町公営企業局事業決算の

認定について補足説明を申し上げます。 

 お手元の平成１７年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算書類の１ページの平成１７年度

周防大島町公営企業局企業会計事業決算報告書をお開きいただきたいと思います。 

 まず、収益的収入及び支出の決算額でありますが、収入合計４３億４,３１０万６,２６７円に

対しまして、支出合計額４１億６,５７９万２,１６１円の決算となりました。 

 次に、７ページの資本的収入及び支出の決算額でありますが、収入合計８５億１,５６９万円

に対しまして、支出合計額は７８億４,６１０万６,０５４円の決算となりました。 

 次に、１１ページから２４ページまでの財産諸表につきまして御説明を申し上げます。 

 まず、１３ページの平成１７年度事業損益計算書でありますが、医業収益では、医業収益

３５億４１９万７,６４６円に対しまして、医業費用３９億３,７２６万３,３９６円で、差し引

き４億３,３０６万５,７５０円の医業損失となり、医業外収支では、医業外収益７億２,７５９万

４,８７１円に対しまして、医業外費用２億７,６５６万３,４９８円で、差し引き４億

５,１０３万１,３７３円の医業外利益となりました。医業収益と医業外収支とを合わせた経常収

支では１,７９６万５,６２３円の経常利益となり、国債の売却益である特別利益１億１,１３１万

３,７５０円、平成１４年度以前の回収見込みのない個人の負担金の処理及び災害復旧費補助金

返金に伴う特別損失６２３万６,８１０円を加えまして、当年度純利益は１億２,３０４万

２,５６３円で決算をすることができました。 

 次に、１７ページの平成１７年度事業剰余金計算書でありますが、利益剰余金の部では、減債

積立金に平成１６年度純利益３億５,７８９万７,５６９円を繰り入れ、平成１７年度の企業債償

還元金の財源として４億５,０５１万１,０７９円を取り崩しまして、当年度末残高を２１億

３,８００万４４９円とし、積立金合計を４５億１０８万２,７５４円としたものであります。 

 未処分利益剰余金につきまして、前年度未処分利益剰余金を、先ほど御説明申し上げましたが、

減債積立金に３億５,７８９万７,５６９円を処分して、当年度純利益１億２,３０４万

２,５６３円を当年度未処分利益剰余金としたものであります。資本剰余金の部では、国県補助
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金に調整交付金として６８２万５,０００円を当年度発生高に計上し、補助金で整備した各病院

の医療機器の廃棄処分に伴いまして７４７万４,２５６円を当年度処分額に計上し、残高を９億

６,６４５万８,９８８円として、翌年度繰越資本剰余金を９億９,４１５万２,２８８円としたも

のであります。 

 次に、２１ページの平成１７年度事業貸借対照表について御説明を申し上げます。 

 まず、資産の部でありますが、固定資産は、有形固定資産が８３億２,０７３万７,７５３円、

無形固定資産が１,０６４万２,３６０円、投資が８５億２,４２２万５,０００円で、固定資産合

計は１６８億５,５６０万５,２１３円でございます。流動資産は、現金預金が１５億７,６０７万

２,３８６円、未収金が１０億８,５６５万８９０円、貯蔵品が２,４６２万３,０６０円、前渡金

が３８４万円で、流動資産合計は２６億９,０１８万６,３３６円でございます。固定資産と流動

資産を合わせた資産合計は１９５億４,５７９万１,４４９円でございます。 

 次に、負債の部でありますが、固定負債は引当金が１４億８４３万２,９６２円、流動負債の

うち、未払い金が２億２,１４２万８,６５２円、預金が１,９１６万２,６７４円で、流動負債合

計は２億４,０５９万１,３２６円でございます。固定負債と流動負債を合わせた負債合計は

１６億４,９０２万４,２８８円でございます。 

 次に、資本の部でありますが、資本金のうち、自己資本金は４６億４,４４２万２,６５５円、

借入資本金は７６億３,４０６万８,９０１円で、自己資本金と借入資本金を合わせた資本金合計

は１２２億７,８４９万１,５５６円でございます。 

 剰余金は、先ほど平成１７年度事業剰余金計算書で御説明申し上げましたとおり、資金剰余金

は９億９,４１５万２８８円、利益剰余金は４６億２,４１２万５,３１７円でございます。資本

剰余金と利益剰余金を合わせた剰余金合計は５６億１,８２７万５,６０５円で、資本金と剰余金

を合わせた資本合計は１７８億９,６７６万７,１６１円で、負債と資本を合わせた負債資本合計

は１９５億４,５７９万１,４４９円でございます。 

 以上、概略を御説明申し上げましたが、２７ページから４２ページまでに事業報告書を、

４３ページから９０ページまでに収益費用明細書を、９１ページから９４ページまでに固定資産

明細書を、９５ページから９７ページに企業債明細書を添付しております。 

 以上で、認定第１２号の平成１７年度周防大島町公営企業局事業決算の認定について補足説明

を終わります。 

 なお、本決算書は地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づきまして、監査委員の審査に付

して、その意見書を別冊に添付しておりますので、御審議の上、御認定を賜りますようお願いを

申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  続いて、村田総務部長。 
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○総務部長（村田 雅典君）  それでは、認定第１３号平成１７年度山口県東部地方税整理組合一

般会計歳入歳出決算の認定について補足説明をいたします。 

 当組合は、山口県東部の１２町村が設立をいたしまして税の徴収業務等を行っておりましたけ

れども、構成する地方公共団体が町村合併で減少したため、平成１８年２月２８日をもって組合

の解散をいたしました。したがいまして、地方自治法施行令第５条第３項の規定に基づきまして、

監査委員の決算審査意見書を付し、議会の認定をお願いするものであります。 

 別冊の平成１７年度山口県東部地方税整理組合一般会計歳入歳出決算書１ページをお願いいた

します。 

 歳入の決算総額は１億３,５２８万６,８５２円でございます。歳出も同額でございます。 

 次に、２ページの事項別明細書により御説明をいたします。 

 歳入の主なるものは、分担金及び負担金の６,７６７万７,０００円、徴収金手数料２,０７７万

７,０００円、前年度繰越金３,３２９万円、繰入金は、組合解散に伴う財産処分として財政調整

基金からの繰り入れの１,３５２万２,０００円であります。 

 次に、３ページでございます。 

 歳出となりますけれども、議会費の２万５,０００円、総務費につきましては、当初予算

６,８０２万４,０００円に対しまして、解散に伴う財産処分として配分するため６,５７３万

８,０００円を補正、合わせて予備費から１５０万円を充当した総額１億３,５２６万２,０００円

とし、その主なるものは、職員７名の給与関係、退職手当組合の負担金及び解散に伴う職員の受

入町への人件費等を含めた償還金等であります。 

 なお、決算につきましては、解散に伴う打ち切り決算となっておりまして、４ページの財産調

書、５ページの実質収支調書ともにゼロ円となっております。 

 以上、認定第１３号平成１７年度山口県東部地方税整理組合一般会計歳入歳出決算の認定につ

きまして補足説明を終わります。慎重なる御審議の上、認定を賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 なお、議員各位にお願いでございますが、認定案件については、後ほど所轄委員会への付託審

査をお諮りし、委員会にて詳細なる審議を願う予定としておりますので、ここでは総括的、大綱

的な質疑を行っていただきたいと思います。 

 認定第１平成１７年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について質疑に入ります。一般

会計歳入歳出決算につきましては、歳入と歳出とを分けて質疑を行います。 

 まず、歳入について質疑はありませんか。広田議員。 
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○議員（１６番 広田 清晴君）  どういう質疑が議長が今言われた質疑の方向かちょっとわかり

にくいんですが、一応、まず町税から入りたいというふうに思います。基本的には、町税につい

て今年度不納欠損が出ております。先ほど補足説明の中で人数といいますか、世帯数といいます

か、ありますが、その中で、実は今までずっと言ってきたんですが、一つは、税務課関係入りま

すが、いわゆる企業が利益を得ようとし、いわゆる税がかかった部分としていわゆる、毎回言い

よるんですが、土地にかかわる分で税が今年度新たに不納欠損が出ております。また、収入未済

額も出ております。特別土地保有税になろうかと思いますが。 

 それに対して、基本的には既に会社等はいわゆる仮にないとしても、実際的に町におられるの

かどうなのか。周防大島町内に実際的におられるかどうなのか。やはりきちっと出していかんに

ゃいけんというふうに思っております。結果として不納欠損だった、また、収入未済だったとい

うことを繰り返すと、結局利益は利益としてもうけたが、税は払わなかったということになりま

す。先ほど収入役の方からありましたけど、１０社、収入未済１０社という報告ありました。あ

わせて不納欠損の考え方について、税務課の方から答弁を求めておきたいというふうに思います。 

 それと、歳入の２点目として、地方交付税の考え方について質問をします。 

 基本的には、１６年度と１７年度比較は困難、半年間ですから、新町になって。旧町を引き継

いでという格好で、困難であろうと思いますから、１７年度の普通交付税についてまず質問しま

すが、大きく言って、一つは普通交付税は色はついてないというものの、既に支出目的分が明ら

かな部分があります。一つは、普通交付税のうちのいわゆる起債の償還部分に当たる普通交付税、

そしてまた、この間の一般財源化の流れの中でのいわゆる普通交付税部分と、これは全部は困難

かもわかりませんが、できるだけ報告できる範囲で報告していただきたいというふうに思います。

そして、あわせて特定部分があれば報告を求めておきたいというふうに思います。 

 次に、国庫支出金。先ほど補足説明の中で、収入役の方が災害部分については事業費の繰り越

しでという報告をしました。それで、災害部分の国庫補助の収入未済については当年度中に一般

財源で補てんしたんではないかというふうに考えております。それが６月議会で言った、いわゆ

るさきの議会で言ったいわゆる流れではなかったかというふうに思いますから、ちょっとそこの

部分を明確にしておきたいと。 

 いわゆる本来国から災害部分として入るべきであったが、入りませんでした、収入未済の取り

扱いしました。しかし、収入未済であるが、いわゆる事業費については、一般財源で補てんしな

ければ基本的には事業発注ができないという状況があります。 

 そういう場合に、国庫補助金は収入未済であるが、一般財源からいわゆる補てんしたという部

分が災害部分。先ほど補てんした事業費の収入未済という国庫補助の災害分の収入未済が主なも

のという言い方をしちょったと思いますが、ちょっともう少し親切に報告を求めておきいたいと。 
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 以上、収入について３件程度質疑をしたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  橋本税務課長。 

○税務課長（橋本 澄夫君）  不納欠損の基本的な考え方ということでございますが、不納欠損に

つきましては、今までは整理組合からの報告によりまして欠損額を決定しておりました。本年に

おきましては、そのような中間の報告をいただきまして、当町で選定をいたしました。不納欠損

は３つの条件によって欠損額を計上するようになっております。１番目としましては、５年間の

時効が過ぎたときでございます。続きまして、執行停止をいたしまして３年間経過したもの。そ

れから、もう一つが即欠損と申しまして、会社整理されて財産がないとか、相続人がいないとい

うことで、即欠損をする場合がございます。本町につきましても、整理組合の方からその情報を

いただきまして、今まで決算を上げてきたところでございます。 

 今後につきましては、不納欠損につきましては、景気低迷の中で生活困窮があるわけですけど

も、いろいろ理由がございますし、事業の不振、失業、病気、サラ金とか交通事故、それから不

作、不良とか所在不明、行政に対する不満とかいろいろございますけれども、そういうものを滞

納整理システム等導入させていただきましたので、細かくつかみまして、それなりの対応をさせ

ていただきたいと。また、監査委員さんの方からも不納決算、未収につきましては、極力ないよ

うにするようにということでございましたので、今後につきましても、法的な処置もということ

ございましたので、そういう方向に向かいまして努力をさせていただきたいということで、徴収

対策班等を設置しておるところでございます。 

 それと、収入未済額につきましては、これにつきましては、固定資産税に１件、国保税に１件

ございます。２,１００円と８００円でございますけれども、これにつきましては、固定資産税

につきましては、課税について疑義がございます。調定をおとしましたけれども、それで還付が

発生しましたけども、受け取りを拒否をしておるということでございます。それから、国保税に

つきましては要らないと本人が口座を教えてくれないと、いろいろ電話等をかけておりますけれ

ども、現在、個人情報保護等で口座も本人から聞かなければわからないということで、還付未済

となっております。これにつきましては、今後、供託等をするように考えておるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  歳入のまず交付税の関係での御質問ですけれども、普通交付税の特

定目的分という御質問でございますけれども、起債償還にかかわる部分でございますけれども、

起債償還分の充当分として１５億２００万円ばかりが起債償還としては措置されておると見込ん

でおります。それに、あと事業費補正等々で約８億円ぐらいが措置されておるというふうに見込
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んでおります。 

 それから、一般財源化分等々その他の特定目的分という御質問ですけれども、まず、公営企業

局への繰り出し分、これは、病床割りと看護師の行政処分、企業債の償還分等々合わせまして

４億２,７８０万円ばかりが算入されておるというふうに見ております。それから、国保財政対

策分として１億９,７００万円ばかりが措置されておるというふうに思っております。 

 それから、その他いろいろ一般財源化されたり、あるいは三位一体の改革等々で一般財源化と

いいますか、出ておりますが、これについては、所得譲与税等々の関係ありまして、どこに幾ら

というような算定は困難であるというふうに考えております。 

 それから、災害の国庫補助の繰り越しの考え方なんですけれども、決算書の５７ページですか、

災害復旧費の国庫負担金というところで、予算額が６億２,３７７万６,０００円と、これに対し

て調定額が５億３,５００円ばかり、収入済み額が３億９,３００万円ということになっておりま

す。ですから、この調定額と収入済み額の差の１億４,２００万円、これは１７年から１８年へ

の繰り越した部分に係る国庫負担金の額でございます。 

 先ほど議員さんおっしゃいました施越し分の考え方ですけども、ここにありますように、予算

額が６億２,３００万円ばかりで、調定額が５億３,５００万円ということで、この差が施越し分

として、１７年度入るべきものが入ってきてません。ですが、これは、議員さん仰せのとおり

６月補正で８,１００万円ばかりを補正させていただいて、施越し分として１８年度で歳入を受

けております。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回、調整部分で今担当課長さんが答弁されたように、かなり

小泉政治の中で厳しくなったという状況の中での滞納ちゅうのは不納欠損等が出る。これは、あ

る意味では政治的な誤りの中で発生すると。いわゆる同情の余地のある部分というふうに私はと

らえております、ある意味では。 

 しかし、先ほど十分な答弁ではなかったと思うんですが、営利を目的に土地を購入し、それに

基づき事業展開をしようとしたがバルブを弾けたという格好の中で特別土地保有税を納めなさい。

しかし納めないという部分については、私は別の考え方をしておるというのは旧町時代からずっ

と言うてきた部分です。 

 その中で、仮に道義的責任として、例えば、ここの周防大島町の中に住んでおれば、私は当然

きちっと払うべきものではないかと特別土地保有税については、いうふうな私は考え方をしてず

っとこの質疑に参加してきました。その点で、例えば、助役なり町長なりは、この特別保有税の

不納欠損についてどういう考え方を持っておるのか。この点について、やっぱり毎年のようにこ

れは収入未済と上がり不納欠損という格好では、私は同じ税でも私は違うんではないかというふ
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うに私は考えております。その点で、どう取り扱ってくるのがベターなのか、基本的に１７年度

の取り扱いの考え方について聞いておきたいというふうに思います。これ１７年度に限っての考

え方で、限ってといいますか、それにについてどのように考えておるのかという点でやはりきち

っと答弁を求めておきたいというふうに思います。 

 それと、歳出について、これはもうほとんど補足説明ありませんでした。補足説明、歳出につ

いては、事項別については省略しますという補足説明でした。ですから、私の方もそれぞれ例え

ばこれは元年になりますから、大型事業がかなり入ってきておるというのが一つの大きな特徴で

す、１７年度決算の。私は各議会で身分不相応な箱物じゃないか（「広田議員、歳出歳入別でや

りますから」と呼ぶ者あり）それでは、財産の調書は最後でええ、財産の調書はどこである、歳

入歳出財産の調書の部分があるでしょう、それはどこでやればええかなと思うてね。今から財産

にかかわる調書の部分、例えば、合併して初めて原点になるわけよ、この財産の部分が。１６年

度までとはある意味では非常にわかりにくいところということで、どこであるもんかちょっとわ

からんもんで歳入のとこでやっちょこうかなというふうに思いましたんで、ちょっとあれをお願

いしたいというふうに思います。どこでやる。（「歳入ででもいいです」と呼ぶ者あり）御承知

のように、これが通年予算の原点であります。ですから、財産の調書については聞いておきたい

というふうに思います。旧町それぞれ財産の調書については、実際的なとらえ方が違うというの

もありましたが、例えば、旧町によっては、基本的には金額で弾いたところもあったろうし、面

積で弾いたところもあったというふうに私は見ております。そういう中で、今回、先ほど基本的

な部分として、駐車場部分を買ったという部分がありました、増部分で。土地、地籍については

説明の中で、それがすべてではないと思いますが、駐車場部分及びいろんな説明をしたが、減額

部分が若干聞いておきたいんですが、公園とその他施設、そして、普通財産部分が減額されてお

ります。これはどこの部分なのか。旧町それぞれあると思いますが、どこの部分なのか。また、

木造面積についても、それぞれ非木造、木造、それぞれ変更しておりますので、これ先ほどすら

っといったのですが、旧町それぞれ考え方が違いがありますからということだけでは非常にわか

りにくいんで、あえて再度公有財産等、財産に関する調書の部分については補足説明をお願いし

たいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  橋本税務課長。 

○税務課長（橋本 澄夫君）  特別土地保有税につきまして、１６年度から特別土地保有税につき

ましては、取得分が課税停止されております。それで、今現在不納欠損をいたして８０万円不納

欠損しておるわけでございますけれども、特別土地保有税につきましては１,４００万円の滞納

額がございます。これが１２年度分を不納欠損いたしたわけでございますけれども、これにつき

ましては、現在収入が少しずつ入ってきておるものもございますけれども、御存知のように、バ
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ブルのときによりまして、経営状態が悪くて納付がされておらないということでございますが、

今後は１０社程度でございますので、さらに詳細に調査をいたして対応をしていきたいと考えて

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  財産に関する調書のまず公有財産の土地建物の表の御質問でござい

ますけれども、まず、土地について本庁舎の増分、これは、大島庁舎の、今議員がおっしゃった

とおり、この大島庁舎前の駐車場と、それから、もう一つは大島の文化センター、これが建って

いる一部分を購入したということでの増でございます。それから、公園、その他施設、普通財産、

それぞれ４１平米、あるいは９６.０７平米等々減になっておりますが、これは、公園はまず橘

のグリーンパーク、それから、その他施設につきましては、橘庁舎の沖の駐車場です。それから、

普通財産につきましては、橘庁舎横に漁協に貸し付けている土地があったわけですけれども、そ

の一部分をそれぞれ県が、あすこの橘庁舎の方が災害復旧を行うに際しまして用地が必要という

ことで提供したということで、ここに用地の減が上がってきております。それぞれこれはすべて

橘の災害復旧に係る分のものでございます。 

 それから、建物につきまして、木造、非木造等々でそれぞれかなりの増減が行われております。

これは、先ほど収入役が説明したとおりなんですけれども、それぞれ旧町で財産のとらえ方、行

政財産、普通財産あるいは公共用財産などでも学校等々の、公営住宅等でとらえ方、いろいろ差

異が若干ございました。例えばですけれども、教員住宅の取り扱い、これが学校施設の中、ある

いは最終的に周防大島町としては普通財産の方に上げておりますが、そういった調整を行ってお

ります。そこらあたりでここに相当な増減が生じたということで、今後は、この基本的な今年、

１７年度決算に基づいた分類で今後はいきたいというふうに考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに歳入について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  それでは、次に歳出について質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  雑駁な質疑で申しわけないというふうに思いますが、一つは投

資的経費にあらわれるように、投資的経費が大き過ぎて、私は身分不相応な部分だということを

ずっと１６年合併以来言ってきました。その中で、実際的に１７年度の大型事業について成果表

等にあるというふうに思いますが、それぞれ補足的な答弁を求めたいというふうに思います。一

つは、１７年度やったと思われる星野記念館の実施設計と、もう一つは、それに附随する、建っ

た後に附随するであろう支出等もあるというふうに思っておりますので、まず、その考え方につ

いて、星野記念館基本設計から流れて実施設計に至り、それで、１７年度中に新たな予算が組ん
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だ部分があれば、選定委員そのほか新たな支出等があれば答弁を求めておきたいというふうに思

います。 

 それと、１７年度事業全体からいえば、１７年度ほとんどだったわけですが、竜崎温泉で実際

的な建設費、そしてまた、それ以外の支出額等が出ていると思います。それ全体幾らになるかと、

１７年度、竜崎温泉、１６、１７でやった事業について聞いておきたいというふうに思います。 

 それと、１８、１９は主な支出になると思いますが、支出の部分では、リサイクルプラザ以前

の土地部分含めて、ちょっと土地造成部分を含めて報告を求めておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  東和庁舎並びに星野記念館につきましての基本設計から実施設計、

あるいは１８年度への流れということの御質問でございます。まず、１６年度のこの東和庁舎並

びに星野記念館の当初の計画につきましては、建物の規模も１,７００平米、そして、収容職員

が６４名、建築費７億円ということでスタートをいたしました。これは基本設計にとりかかった

ところでございます。 

 したがって、それに基づきまして、基本設計料あるいは実施設計料含めたものがどういったも

のであるかというものを算出したところでございます。そして、１７年度に入りまして、この建

物の規模も含めていろいろな形で再検討しようじゃないかということで検討をし直しました。し

たがって、建物には東和庁舎の部分につきましては、東和総合支所、今現在おります１６名程度

の職員を入れるということで、設計の見直しもいたしました。その結果、建築面積が９２４平米、

建築費４億１,６６０万円、そして、展示施設工事が８,０００万円というような形で進んできて

おります。 

 したがって、これらに基づきます業務委託料につきましては、平成１７年度で２,２６８万円

実施設計契約ということで支出をしております。 

 なお、１８年度におきましては、これに関連します建設の経費、そして、これは１９年度まで

継続といった形で進みます。それから、あわせて工事の設計管理部分も発生しておるという状況

であります。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  竜崎温泉の件ですが、１６年度からの繰り越しということで設

計管理委託と工事請負費で、設計委託が４７３万円、工事請負費が１億７,８４８万円でありま

す。１７年度の執行が、手数料とか管理委託、工事請負費、水道加入料などで３億７,０００万

円程度であります。翌年度へ繰り越した額が１億３２５万円ということで、総額で６億６,０００万

円程度ということであります。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 
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○環境生活部長（村田 章文君）  リサイクルセンター及び最終処分場関係の１７年度中の経費、

決算についてでございますが、全体で３億７,１９９万７,０００円の決算状況となっております。

そのうちリサイクルセンター分は５,５６９万３,０００円、最終処分場関係につきましてが３億

１,４４１万６,０００円、双方にかかわる共通経費といたしまして１８８万８,０００円という

ような決算状況でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  進みます。認定第２号平成１７年度周防大島町国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 進めます。認定第３号平成１７年度周防大島町老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 認定第４号平成１７年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 認定第５号平成１７年度周防大島町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 認定第６号平成１７年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑

はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  簡易水道事業について質疑をしたいと思います。１つは、

１７年度において一定の出資金を出して、新たな出資金を出して、実際的にはかなりの出資額に

なっておるというふうに考えております。４０数億円になっとるというふうに思います。それで、

実際的に今の事業負担の中で、町のいわゆる比率分は一体どのぐらいになっておるんかと。出資

全体の中での比率分は実際的に幾らぐらいになっておるのか。柳井広域の中で合併等を繰り返し

ながら、合併等あったんでかなり変動している、これは原点になるというふうに思いますが、そ

の点でちょっと聞いておきたいというふうに思います。 
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 それと、もう一点は、責任水量と使用水量との関係についてであります。責任水道制がずっと

ひかれて、実際的に必要水量とかなりの差があるというふうに私は見ております。基本的には責

任水量と使用水量の差がかなりの負担部分というのは議員だれもが見てもわかるんじゃないかと

いうふうに思います。それが、新たな使用料の引き上げにつながってきたら、住民は逆にたまっ

たものではないと。これは、政策的なものだというふうに私は見ておるんです。政策的なもんだ

というふうに見ております。実際、責任水量と現在１７年度の使用量との差についてはどういう

ふうに見ておるのか報告を求めておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  ただいまの責任水量の関係でございますが、このことにつきま

しては、１７年度の成果報告書で数値的に逆算いたしますと約６３％が責任水量に対する使用水

量、有収水量になっておるのが実情でございます。 

 先ほどのもう一点の出資金のことにつきましては、後刻報告させていただきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  簡易水道ですが、先日広島県でトンネルが崩落して、呉地区、そ

れから江田島などがかなりの軒数が断水になったわけですが、これを他山の石とせんにゃいけん

と思うんですが、大島の場合はまだたまたま供用開始になって年数がたってないんで、ああいう

崩落というとこはないとは思いますが、事故というのはいつ起こるかわかりませんので、当然考

えと、危機管理をもっとかんといけんと思うんですが、そうなった場合、旧町において井戸なり、

そういうとこがあると思うんですが、もし仮にそういうことがあった場合、すぐに対応できるの

かどうか、その辺をちょっと聞いときたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  確かに今御指摘の広島の事故、もう当然、いつ何時どこの地域

で起こるかわからないことだと考えております。また、本町の水道施設につきましても、３０年、

４０年たった管路等もかなりございます。そういったことで、毎年、昨年もそうですが、

２,０００数百万円の維持補修に経費を要しておるのが実情でございます。そういった中で、万

が一広域の水道が遮断された場合と申しますか、ときの自己水源と申しますか、町域におけるそ

の割合は１１.４０％、現時点の使用水量に対する周防大島町の自己水源で対応できる割合が約

１割ということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 移ります。認定第７号平成１７年度周防大島町下水道業特別会計歳入歳出決算の認定について、
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質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 認定第８号平成１７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 認定第９号平成１７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 認定第１０号平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 認定第１１号平成１７年度周防大島町交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  交通災害共済の取り扱い、いわゆる徴収についての取り扱いに

ついて、各町まちまちの部分があったんではないかというふうに考えております。実際的に、

１７年度において統一した対応という格好でやれたのかどうなのかが一つ。実は、徴収方につい

てはすごい不満が出ておるんです、実際的に。どういう徴収対応だったんか、ちょっとまず報告

を求めておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  交通災害の徴収の件の御質問でございますけれども、合併いたしま

して、ある程度統一した形でということでスタートしたかったわけなんですけれども、旧４町そ

れぞれ徴収の仕方が違うというようなことで、ある町については婦人会が中心となって徴収やっ

ているとか、あるいは自治会とかいろいろあって、それで、いろいろ個人情報の保護の問題が出

てきました。いうようなことで、一応基本的には連絡自治会の会長さんにお願いいたしまして、

申込書を配布していただくということで、それで申し込みについては、総合支所あるいは役場の

方へ申し込んでいただくと。また、金融機関にも申し込みができるようにというようなことで、

徴収率に取り組んでいるところでありますので、これにつきましては、今後まだ課題たくさん残

っておりますけれども、順次解決していきたいというふうに考えております。 
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○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  そういう格好の中で実際的に比較というのも若干難しいかもわ

かりませんが、逆に、例えば、旧大島でいえば、家房から三蒲まで、例えば金額納付については、

やっぱりここの支所まで来なければならない。それまでは、そういう集落集落で一定程度いわゆ

るつないで集めて、それで納付みたいな格好をしよったんです。それが、個人情報の保護にかか

わるかどうか私もちょっと見解わからんのですが、実際的にそういう助け合いの中での考え方か

らしたら、実際的可能なのかどうなのか。ちょっと検討、１７年度において検討等があったのか

どうなのか。ちょっと若干もう少し聞いておきたいなというふうに思います。といいますのは、

逆に、私はそういう格好で徴収事務が全然難しくなれば、せっかくのそういう制度が良し悪しは

別にしてなくなっていく、減少することによって実際的に少なくなっていく、利用が少なくなっ

ていくという格好につながっていくんじゃないかという危惧はしております。その中でどうなの

かという点で、もう少し実態的な部分をつかんで、１７年度の実態をつかんでおれば、若干答弁

を求めておきたいと。実態がなければいいですが、若干聞いておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  再度のお尋ねでございますけれども、その辺につきましては、いろ

いろ自治会連会合も組織されておりまして、自治会連合会でお話させていただきまして、できれ

ば自治会連合会の方で、今までどおり配布していただいて、申込書の配布と、さらに申し込み、

当然お金も扱うわけなんですけれども、その辺のところをお願いいたしましたところ、これは、

生命保険のようなものなので、これは、個人がやっぱり責任を持ってやるべきではなかろうかと

いうようなことで、そういう自治会からも前向きな答えはいただけておりませんけれども、今後

も徴収率のアップということで、再度またいろんな考え方を説明して御協力をいただけるように

してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  ちょっと誤解があったらいけんので、単純に徴収率のアップと

いう立場の質疑じゃないから、それだけはちょっとあと誤解があったらいけないのでお願いして

おきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 移ります。認定第１２号平成１７年度周防大島町公営企業局事業決算の認定について、質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 認定第１３号平成１７年度山口県東部地方税整理組合一般会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。決算認定の質疑が終結しましたので、認定第１号平成１７年度周防大島町一般

会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１３号平成１７年度山口県東部地方税整理組合一

般会計歳入歳出決算の認定についてまでの１３議案を、本日配布しております議案付託表により、

所轄の常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。よって、認定第１号平成１７年度周防大島町一般

会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１３号平成１７年度山口県東部地方税整理組合一

般会計歳入歳出決算の認定までの１３議案を、本日配布いたしました議案付託表のとおり、所轄

の常任委員会に付託することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１９、議案第１号平成１８年度周防大島町一般会計補正予算（第

２号）についてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  議案第１号平成１８年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）に

つきまして、補足説明をいたします。 

 補正予算議案つづりの１ページをお開き願います。今回の補正は第１条のとおり、既定の歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７,７２８万２,０００円を追加し、予算の総額を１６１億

９,６６７万２,０００円とするとともに、第２条によりまして、７ページの第２表のとおり、地

方債の補正を行うものであります。 

 その主なものにつきまして、別冊の事項別明細書により御説明をいたします。まず、事項別明

細書の３ページをお開き願います。歳入についてでありますが、８款の地方特例交付金は、交付

決定により減税補てん特例交付金を１,３５２万３,０００円減額し、児童手当特例交付金を

８６万円増額するものであります。 

 ９款の地方交付税は、普通交付税額が７１億２,１４２万３,０００円と決定いたしましたので、

６,１４２万３,０００円を追加計上いたしました。 

 １３款の国庫支出金１項国庫負担金は、障害者自立支援法が１０月１日から本格施行されるに
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伴い、支援サービスメニューの調整により、障害福祉費負担金は１０６万３,０００円の減額補

正であります。また、国保基盤安定負担金は、保険者支援分の県負担金から国庫負担金への組み

替えであります。 

 ４ページでございます。２項の国庫補助金は、障害者自立支援法に基づき、デイサービス事業、

訪問入浴サービス事業等を包括して実施いたします地域生活推進支援事業にかかわる補助金を

２３３万７,０００円新規計上するとともに、そのメニュー調整によりデイサービス事業にかか

わる補助金を１３８万円減額するものであります。衛生費国庫補助金では、一般廃棄物処理施設

等建設事業にかかわる循環型社会形成推進交付金の交付年度割額の調整により、９,２７１万

５,０００円を減額するものであります。 

 １４款の県支出金のうち１項県負担金は、国保基盤安定負担金の国庫負担金への振りかえ、障

害者自立支援法施行によるメニュー調整に伴う負担金の減額が主なものであります。 

 ２項の県補助金では、１目総務費県補助金で合併支援特別交付金を４６０万円追加し、一般廃

棄物処理施設等建設事業へ充当するものであります。 

 ２目民生費県補助金では、国庫補助金と同様に障害者自立支援法に基づくサービスメニューの

影響による補助金の調整であります。 

 ３目の衛生費県補助金は、精神保健共同作業場運営補助にかかわる県補助金を４８万６,０００円

新規計上いたしました。 

 ４目の農林水産業費県補助金は、強い農業づくり交付金のうち、担い手育成総合支援協議会へ

の交付金が直接協議会へ交付されることとなったことによる減額及び漁港関係の探検農産漁村整

備事業補助金の追加内示による９０万円を追加するとともに、日良居地区の浮き桟橋につきまし

て、国、県と協議が整い、港整備交付金事業で行うことといたしましたが、その補助率が国、県

を合わせ漁港整備では８０％のところが、浮き桟橋整備では７５％となることから、その調整に

より４８５万円を減額するものであります。 

 １５款の財産収入は、教員住宅の空き室が増加したことによる家賃収入の減額及び県道拡幅に

かかわる代替地の売却収入６０７万円を計上いたしました。 

 ６ページになります。１７款の繰入金は、財源調整により財政調整基金の取り崩しを１億

３,２２２万８,０００円減額するものであります。 

 １８款の繰越金は、平成１７年度から繰越金１億２,５５４万３,０００円の追加計上でありま

す。 

 ７ページの２０款町債は、説明欄に掲げるそれぞれの事業への充当するものでありますが、過

疎対策事業債のうち、港整備交付金事業は、県補助金の減額に伴う日良居地区浮き桟橋への充当

であります。また、合併特例事業債は、循環型社会形成推進交付金の減額に伴うものであります。 
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 なお、平成１８年度から起債制度の見直しにより、従来は年度末の３月に起債許可が行われて

おりましたが、本年度より１０月と３月の年２回の許可制となり、予算計上額の範囲で枠配分さ

れることとなりましたので、そういったことも考慮いたしまして、各会計において予算調整を行

っております。 

 ９ページをお願いいたします。歳出の主なものを御説明いたします。２款総務費１項総務管理

費では、５目財産管理費において地方財政法第７条第１項の規定に基づき、平成１７年度からの

繰越金の２分の１に相当する６,７７７万２,０００円を財政調整基金へ積み立てるものでありま

す。 

 また、７目支所及び出張所費におきましては、それぞれの地域における要望に対応するために、

小規模施設整備事業補助金、原材料費、工事請負費を追加計上するものであります。 

 １０ページであります。２項の徴税費は、平成１７年度分の県民税退職分離課税分の確定に伴

う償還金１３８万９,０００円の追加計上であります。 

 ３款民生費１項社会福祉費の１目社会福祉総務費は、福祉医療費県補助金の精算による償還金

８９万７,０００円の計上であります。 

 ２目障害者福祉費は１７１万９,０００円の追加計上でありますが、歳入の際にも申し上げま

したとおり、障害者自立支援法が１０月１日から本格施行されることにより、地域生活推進支援

事業として、従来県が行っていた相談支援事業等を町が実施することとなり、あわせてサービス

メニューの調整を行った結果であります。 

 ３目の老人福祉費は、高齢者生活福祉センター「しらとり苑」のエアコン修繕費、敬老会事業

費の追加計上であります。 

 ５目の介護保険対策費は、１７年度精算による償還金の計上であります。 

 １２ページになります。４款の衛生費でございますが、１項保健衛生費の１目保健衛生総務費

は、障害者自立支援法の施行に伴う精神障害者相談支援事業委託料、精神障害者地域活動支援、

地域活動支援センター設置負担金の新規計上及び柳井地区精神保護家族会への負担金の追加計上

であります。 

 ２目予防費は、老人保健事業の補助基準額決定に伴う増額補正であります。 

 ３目環境衛生総務費は、合併浄化槽設置補助金の精算による償還金の計上であります。 

 ２項清掃費２目塵芥処理費は、循環型社会形成推進交付金の交付年度割額の調整により、国庫

支出金を減額し、合併特例債を充当する財源の調整であります。また、３目し尿処理費は、職員

の退職に伴う臨時職員の賃金を計上いたしました。 

 ５款農林水産業費１項農業費のうち、３目農業振興費では、担い手総合支援事業において、担

い手育成総合支援協議会への補助金のうち、県補助金分が町を経由せず県から直接協議会へ交付
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されることとなったことによる減額補正、産地形成促進施設等の修繕費を計上いたしました。 

 １４ページでございます。５目農地費は、農地一般管理経費におきまして、農道等の補修にか

かわる工事請負費及び原材料費の追加計上及び団体営ため池等整備事業等の事業調整による節の

組みかえであります。 

 ２項の林業費は４３３万６,０００円の増額補正でありますが、林道開設事業の事業調整によ

る節の組み替え及び単独排水路改修工事等の追加であります。 

 １６ページの３項でございます。水産業費となりますが、３目漁港管理費は、各漁港施設の維

持補修にかかわる工事請負費を３００万円追加いたしました。４目漁港建設費は、港整備交付金

事業の歳出額に補正はありませんが、三蒲漁港にかかわる事業調整により、委託料から工事請負

費に節の組み替えを行うとともに、日良居地区の浮き桟橋設置について、その財源確保のために

国、県と協議を重ねた結果、和田地区の埋め立て申請に時間を要することとなったために、和田

地区については、埋め立て申請に影響のない範囲で工事を行うこととし、港整備交付金事業の事

業費総額を変更することなく、三蒲漁港及び日良居地区浮き桟橋をあわせて実施することといた

しました。 

 以上の結果、通常の漁港整備の補助率は国庫５０％、県３０％のところが、浮き桟橋にかかわ

る補助率は国庫５０％、県２５％となりますので、５％分の県補助金を減額し、減額相当分に過

疎債を充当することとして財源調整を行っております。また、単県農産漁村整備事業は、県補助

金の追加内示により工事請負費１８０万円を追加するものであります。 

 ５目海岸保全事業は節の組み替えであります。 

 １７ページの７款土木費１項土木管理費の土木総務一般経費のうち、公有財産購入費は、土地

開発基金で先行取得しておりました県道拡幅にかかわる代替地を一般会計で買い戻すための予算

計上であります。 

 １８ページをお願いいたします。２項道路橋梁費の１目道路橋梁維持費は、工事請負費

１,４００万円を追加計上し、町道等の維持補修を行うものであります。 

 ２目の道路新設改良費は山下浜木屋線の工事請負費を減額し、土地購入費及び物件補償費に振

りかえるとともに、江ノ口立石線、中屋線の工事請負費を追加した結果、３６０万円の追加計上

であります。 

 また、県道関係の県事業負担金は、負担額決定により２１５万円を追加いたしました。 

 ３項の河川費及び５項都市計画費は明神松及び福本畑の排水ポンプをそれぞれ修繕する経費を

追加いたしました。 

 ２０ページになります。６項の住宅費は、各町営住宅の修繕費として３００万円を追加し、小

田住宅の雨漏りに伴う防水シート張りかえにかかわる工事請負費を計上しております。 
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 ８款の消防費は２目非常備消防費において、日本宝くじ協会から寄贈されます消火通報訓練指

導車の自賠責保険料等を計上するとともに、小型動力ポンプ購入の入札減による減額補正であり

ます。 

 また、４目災害対策費は、現在策定中のハザードマップについての検討会を設置することとし、

委員報酬を計上することによる節の組み替えであります。 

 ９款の教育費は５５２万３,０００円の追加計上でありますが、２項小学校費、３項中学校費

において、町内各小中学校施設の修繕費及び植栽剪定にかかわる賃金の追加また、４項社会教育

費では、久賀総合センター、大島文化センターの修繕費、５項保健体育費においては、東和総合

体育館、陸上競技場、東和地区学校給食センターの修繕費をそれぞれ計上した結果であります。 

 ページが飛びますけれども２８ページをお開き願います。２８ページの１０款でございます。

災害復旧費は４月１０日から１１日にかけての大雨により発生した災害について、６月補正によ

りその復旧費を計上いたしましたが、その後の調査によりさらなる復旧必要箇所が判明いたしま

したので、その復旧経費を計上するものであります。 

 ２９ページの１２款諸支出金は、各特別会計への繰り出し金を総額で８,２２１万５,０００円

減額しております。その主なものは、国民健康保険事業特別会計への繰り出しは財政安定化支援

事業分の増額によるものであります。簡易水道事業特別会計分は維持管理経費の増によるもので

あります。下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業の各特別会計分につきましては、

下水道事業債の元利償還期間と減価償却期間との差により生ずる資金不足を補うための下水道事

業にかかわる資本費平準化債を総額で９,５００万円借り入れることといたしましたので、その

分の繰り出し金を減額するものであります。なお、資本費平準化債を借り入れた場合、借入額の

２分の１が普通交付税から減額をされますけれども、元利償還金の２分の１が交付税で措置をさ

れることとなっております。渡船事業特別会計への繰り出しは県補助金の増額決定により

７０３万４,０００円を減額するものであります。 

 以上が議案第１号平成１８年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）の概要でございます。

何とぞ慎重御審議の上、御議決いただきますようお願い申し上げまして補足説明を終わります。 

○議長（新山 玄雄君）  暫時休憩をいたします。午後の１時まで休憩をいたしますので、よろし

くお願いをいたします。 

午後０時05分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それでは再開をいたします。 

 平成１８年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）について、説明が終わりましたので、こ
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れより質疑に入ります。質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  まず１点は９月補正についての考え方、理念について質問をし

ます。といいますのが、９月議会というのはもともと３月議会でいろんな要求が出ます。しかし、

実際的には予算がないという限られた予算の中で執行という議論が相次ぎます。そういう中で、

地方自治体としては、基本的には９月議会、いわゆる繰り越し財源等を当てにして一定の施策を

していくと、その年度の施策をしていくという繰り返しでありました。ですから、私は決してむ

だをしなさいという立場ではありません。 

 しかし、今回の補正を見てみると、基本的には前年度からの繰越金がさきに１,０００万円ほ

ど予算化しちょって、今回１億２,５５４万３,０００円の繰り越しということになっております。

それに対して、繰入金はほとんどが財調というふうに見ますが、実際的には１億３,２２２万

８,０００円の繰入金調整といいますか、繰り入れという格好になっております。それについて、

実際的にはどう議論をされたのか、いわゆる３月議会でいろんな要求が出とったと思うし、今年

度当初においては、かなりの積み残しがあったというふうに私は見ております。そういう立場の

ものであります。ならば、この９月議会の中で住民要求の実現というのが、私は９月議会の大き

な仕事の補正の一つというふうに考えております。中身を見て、町長、助役の考え方聞いておき

たいというふうに思います。これがまず１点です。 

 それと、歳出関係では、先ほど総務部長の方が補足説明されたのでほとんどありませんが、今

年度、今まで国庫で見ておった分、例えば、国庫基盤安定基金ですが、これももともと国庫で見

とって、それで、実際的には町にストレートに入ってくる一般会計、それが当初予算で県から入

ってくるという予算を組んで、実際今回は見直しという格好になっております。それなら一体ど

ういう形の中から出たんであろうかというのが１件です。 

 もともと国庫基盤安定については、もともと国庫から町に入ってきよったわけです。それで、

今年度については、基盤安定部分については国から県が受けて県から国と県の部分、２分の１部

分と４分の１部分を町に入るという格好で当初予算があって、それで今回それを是正するという

格好だったんですが、どういう経過か実際的にはそう流れてきたのか、ちょっと聞いておきたい

というふうに思います。これが県の指導だったんかどうかを含めて聞いておきたいというふうに

思います。 

 それとあわせて今回１,４７５万円の補正といいますか、動きだけ、金の動きはありませんが、

実際的に２割、５割、７割について、大体件数についてはどうおさえておるのか聞いておきたい。

件数、それがベースになるわけです。例えば、合わせて３,０００万円余りが今年度の軽減負担

分になろうかというふうに考えておりますが、その累計は出ておるのか、見方として出ておるの

かどうか、あくまで国が示した数字になのかどうなのか聞いておきたいというふうに思います。 
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 それと、歳出関係ですが、実際的には先ほど総務部長の説明を聞いておりますと、民生費関係

は、自立支援法の施行に伴いという補足説明だったというふうに思います。その中で、一つは、

新たな部分かどうかを含めてちょっと問うときたいんですが、実際的に、例えば柳井地区精保家

族会負担金という格好で出ておりますが、これも今までは実際的には既に予算化されておったの

か、それとも前年まで、これは新たに家族会の方に家族会といいますか、これは柳井の作業所と

思いますが、実際的にどういう形の中から決まったのかちょっと聞いておきたい。柳井からの要

請か法的な要請なのか、あわせて聞いておきたいというふうに思います。 

 それと、もう一点は、日前の点について質問します。昨年度実際的に予算計上したが否決され、

そして、改めて今年度、今回金額的には５００万円余りしか違わないけど、交付金事業でありま

すが、実際的に説明を聞いておりますと、和田漁港関係の埋め申関係が困難だからという説明で

ありました。そして、その埋め申が困難な理由を含めて、例えば、面積的なものが実際的に広大

過ぎて困難なのかどうなのか。例えば、そこの部分についても聞いておきたいというふうに思い

ます。 

 また、今現在予算化して実際的に今のいろんな大手企業のいろんな事故の中で、行政さんがお

るのかどうなのか、実際的にということも実際今後の課題になってくるんじゃないかというふう

に思います。その点についても聞いておきたいというふうに思います。どういう形の中でこの事

業を進めていこうとするのか聞いておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  ９月補正の全体の考え方という御質問だったんですけれども、まず、

今回住民要求等を予算に盛り込んでおるかという御質問ですけども、各款項におきまして、例え

ば、支所出張所経費におきましては小規模補助とかいろんな増額補正をしております。まだ、い

ろんな農地一般経費と土木費等においても、いろんな農道の補修とか町道道路橋梁維持の維持管

理経費、そういったことも増額して、住民要望には応えるということにしております。その中で

いろいろ繰越金が１億３,０００万円ばかりでございます。それの２分の１は財政法に基づいて

財政調整基金に積み立てると。それ以外に交付税の決定に伴いまして約６,０００万円ばかりの

財源が出てきております。また、先ほど総務部長の補足説明にもありましたように、下水関係で

平準化債、これを借り入れることにいたしましたんで、そこらあたりでまた財源が出たと。これ

を、ですから財政調整基金の取り崩しを減額したという対応をしておりますので、そういった住

民要求に応えた補正予算の対応しておるというふうに私どもは考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  ちょっと２点ほどにつきましてからお答えしたいと思います。今財政課

長が答弁したとおりでございますが、確かに３月の当初予算では非常に財源不足の予想からして
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から、住民に対する要求に対して非常に厳しい予算査定をしながら予算を計上するという形でご

ざいまして、それでもなおかつ１８年度当初予算では４億６,０００万円余りの財政調整基金を

取り崩して予算を立てるというふうな非常に厳しい予算の立て方であったと思います。そういう

ことでありながら、９月で繰越金等のその財源が出たときに、そこでできなかったものを十分取

り入れるという補正予算が過去にずっとあったんではないかという御質問でございますが、今回、

今、財政課長が答弁しましたように、例えば、各課から出たものがすべてフリーでから通って計

上されておるということは言いませんが、できるだけ維持管理費等につきまして、今回新たに計

上をふやしておるということは十分あると思います。 

 それと、もう一点は、今回もその１億３,０００万円余りの基金からの繰入金をしないという

ふうにする。要するに繰入金の減額ですから、当然基金の方に残るわけですが、それと、決算剰

余金の２分の１を積み立てる６,７００万円ですかというふうな形でできるだけ基金の方に残し

ておくというふうな財政運営をするということになっております。そうでないと、今年の当初予

算のように４億６,０００万円の仮に取り崩しがなければ予算が組めないというふうな状況にな

った場合には、これは、中期の財政見通しの中でも出ておりますが、毎年よく取り崩さなければ

予算を組めないということになりますと、もう本当先はあっという間に破綻に近づくということ

になりますので、住民の方々の要求、各課からの要求とその基金をできるだけ残しておく、基金

に積み立てておくという、そこの接点を求めた結果が今回の補正予算だというふうに思っており

ます。 

 それと、もう一点、３月の定例会のときの日良居漁港の桟橋の件でございますが、御質問があ

りました。今回、和田漁港と三蒲漁港とこの日良居漁港とが３つがセットで港整備交付金という

一つの事業の中でございますが、和田漁港の工事に入るためには、埋め立て免許をとって入ると

いうことになるんですが、この埋め立て免許に若干時間がかかるということが判明した結果、そ

の日良居と三蒲と和田との予算の取り合わせによってから今回、余り大きな補正がないままで日

良居桟橋の予算計上をさせていただいております。それで、それが今のような状況の中で発注が

できるのかということでございますが、これにつきましては、今当時相当数の業者さんの中で指

名停止を受けておるという部分がありますが、指名停止がだんだんと解除になっておる業者さん

もおりますし、また、ちょくちょくまたほかの別件で指定停止というのが出ておりますが、まだ、

今から補正予算が通った後に設計に取りかかるわけでございますから、もう少し発注までには時

間があると思います。それまでには十分指名審査会等におきましてから、この工事が本当に十分

できる業者さんで、なおかつそういうふうなペナルティーを受けてない業者というものを精査し

ていきたいと思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（馬野 正文君）  国庫基盤安定負担金ですが、これは、保険者支援者分として

２分の１の負担があるわけですが、当初に県から入るものと思っておりましたが、これが国から

入るということで組み替えるものでありました。 

 それと、柳井地区精神保健家族会負担金につきましては、これは障害者自立支援法の絡みでは

ございません。これは、柳井地区の精神障害者の作業所であります「白壁共同差作業所」と「あ

けぼの工房」がありますが、その運営費であります。当初におきましては１０２万２,０００円

を計上しておりました。このうち、県の補助金があるわけですが、これがまた家族会に直接補助

されるだろうと思ったわけですが、これが直接町の方へ補助がされるということになりました。

それで、補助につきましても１年間の補助があると見込みましたが、１０月から一般財源化とさ

れましたので、２分の１しか入らないということで、今回９２万２,０００円増額しまして、総

額で１９４万４,０００円の負担金を支出するものであります。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  日良居漁港の関係ですが、和田漁港の埋め申の関係でお尋ねが

ございました。この和田地区につきましては、工事埋め立て予定地の背後の国道用地、これが未

登記であることが判明いたしました。したがって、１８年度に埋め立て申請の変更が必要となり

ましたので、埋め立て申請に影響のない範囲で工事を進捗するということでございます。 

 それでまた、この港整備交付金事業でございますが、本来でしたら、追加要望をして実施をい

たさなければいけませんけれども、この港整備交付金事業、この性質上、平成１７年度から平成

１９年度までの地域再生計画ということで認定を受けております。これは、三蒲漁港と和田漁港、

それと日良居漁港、これが対象となっておりますので、この対象事業であれば、どういう事業配

分をしてもいいということになっておりますので、今回、全体の事業、当初予算の２億５,０００万

円を変更しなくて、日良居漁港を実施するということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ちょっと具体的にお聞きしたいんですが、１８ページなんですけ

れども、２目の道路新設改良費のとこで、先ほど説明では、山下木屋線には減額だというような

説明だったと思うんですが、これ山下木屋、椋野の沖側には椋野漁港に入ると、あすこの交差点

の工事ですよね。ということはもう工事が完了したんで減額になったということですか。工事が

完了したといっても、あすこ見てのとおり、交差点だけが道路が広がって、奥はそのままの、だ

から川をつぶして道路が広がったと。何百メートルか入ったらもともと川があるんで、そこガー

ドレールがついとるわけですが、道路の真ん中にガードレールがついとるわけですよね。交差点
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からさっと入ったら、昼間は結構見通しがいいんであれなんですけど、夜は、あすこは本線の道

が非常にわかりにくいと。あすこ白線をつけてこうが道なんだよというようにやるべきだと思う

んですが、これは別のとこの工事費でやるつもりなのかどうかお伺いします。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  山下浜木屋線につきましては、今年度の計画の精算額が抑えら

れたということでございまして、まだ現時点の工事でもう山下浜木屋線を中止するというわけで

はございません。計画といたしましては、先ほど出ました椋野の保育園用地、あの手前までは最

終的には計画をしているということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  いやそうじゃなしに、現在済んだとこで、現在今工事が済んでま

すよね、あすこまででも今いる、いわゆる道路の真ん中にだから川があるから川に落ちんように

ガードレールがやっちゃると。それで、夜は非常に見えにくいわけです。山に上がっていく道は

右側にちょっと振って川をそれて道ができちょるわけでしょう。だから、あすこ白線をこうが道

なんだよというように白線をやっとけば、迷わんで済むというか、確かに椋野の人間はわかるで

しょうよ。だけども、やっぱりあっこ上がるのは椋野の人だけじゃない、やっぱりそれはいろん

な人が通るわけですから、そこをやっぱり早目に、だから次の工事が出るんじゃなしに、あすこ

をやったときにそこまでやるべきじゃないかなと。絶対あそこ事故が起きるよ、あれ。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  交通安全施設、ライン等、白線等につきましてはどの程度まで

仮設で行うべきか、本施工するべきか検討させていただきます。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  現場を見にいって、できれば夜がいいと思います。暗うなってか

らが、行って、本当非常に危ない。実際僕がちょっと突っ込みよったもんで、ああ、これは危な

いなと思いましたんで、お願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。 

 討論、採決は最終日といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第２号 

日程第２１．議案第３号 

日程第２２．議案第４号 
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日程第２３．議案第５号 

日程第２４．議案第６号 

日程第２５．議案第７号 

日程第２６．議案第８号 

日程第２７．議案第９号 

日程第２８．議案第１０号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２０、議案第２号平成１８年度周防大島町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号）についてから、日程第２８、議案第１０号平成１８年度周防大島町交通

災害共済事業特別会計補正予算（第１号）についてまでの９議案を一括上程し、これを議題とし

ます。 

 補足説明を求めます。馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  それでは、予算書の９ページをお願いいたします。議案第２号

平成１８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につきまして補足説明を

行います。今回の補正は、健康保険法等改正に伴う市町村国保の広域化に向けた切り口となる保

険財政共同安定化事業の導入及び平成１７年度決算に伴う精算並びに負担金等の確定が主なもの

であります。本文で既定の歳入歳出予算の総額に３億８,５３９万５,０００円を追加し、総額を

３６億１,６０８万９,０００円とするものです。 

 それでは、事項別明細書の３３ページをお願いいたします。歳入であります。３款の国庫支出

金１項の国庫負担金では１,６０７万３,０００円を減額いたします。１目の療養給付費負担金で

は、現年度分の老人保健医療費拠出金及び介護納付金の確定による１,７７０万８,０００円の減

額、２目の高額医療費共同事業負担金では、概算による１６３万６,０００円の増額が主なもの

であります。 

 ４款の療養給付費等交付金は省略いたします。 

 ５款の県支出金１目の高額医療費共同事業負担金では、概算により１６３万６,０００円を増

額いたします。 

 ３４ページをお願いいたします。６款の共同事業交付金２目の保険財政共同安定化事業交付金

は１０月の新規事業交付金として３億５,０６０万４,０００円を見込み計上いたします。内容に

つきましては歳出で説明をいたします。 

 ８款の繰入金では、出産育児一時金等繰入金を５０万円、財政安定化支援事業繰入金を

１,４８５万１,０００円増額いたします。 

 ９款の繰越金は、前年度繰越金の３,３８７万８,０００円を増額いたします。 

 次に３５ページをお願いいたします。歳出であります。２款の保険給付費１項の療養諸費２項
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の高額療養費は財源組み替えです。４項の出産育児諸費では、１０月から出産育児一時金が

３０万円から３５万円に改正されるため、１５億円分として７５万円を増額いたします。 

 ３６ページお願いいたします。３款の老人保健拠出金では、老人保健医療費及び事務費拠出金

の確定により５,１６４万８,０００円を減額いたします。 

 ４款の介護納付金も確定により４３万５,０００円を減額いたします。 

 ５款の共同事業拠出金では、１目の高額医療費拠出金を概算により６５４万６,０００円を増

額いたします。 

 次に３７ページをお願いいたします。３目の保険財政共同安定化事業拠出金として、３億

５,０６０万５,０００円を新規に計上いたします。この事業は法改正により、１０月から新たに

実施されるもので、現在実施されている高額医療費共同事業が拡充されたものとイメージをして

いただきたいと思います。高額医療費共同事業はレセプト１件当たり８０万円を超えるものを基

準として交付をされますが、保険財政共同安定化事業はレセプト１件当たり３０万円を超えるも

のを基準として交付をされます。この財源として、県ないし町が国保連合会に拠出するものであ

ります。この事業は保険者の財政安定を図るとともに、保険税の平準化を進め、市町村国保が県

単位の方向へ広域化する第一歩になるとの位置づけであります。なお、拠出金と同額が交付され

ると見込み、歳入を計上しております。 

 ８款の諸支出金では、平成１７年度の療養給付費償還金として２,５４１万円を計上いたしま

す。１０款の予備費では、５,４１６万７,０００円を増額し財源調整を行っています。 

 以上で平成１８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明を終

わります。 

 次に予算書の１３ページをお願いいたします。議案第３号平成１８年度周防大島町介護保険事

業特別会計補正予算（第１号）につきまして補足説明を行います。 

 今回の補正は平成１７年度決算に伴う精算を行うものであります。 

 それでは、本文で既定の歳入歳出予算の総額に６,６５７万１,０００円を追加し、総額を

２７億９,５７２万円とするものです。 

 それでは、事項別明細書の４１ページをお願いいたします。歳入であります。５款の県支出金

では、前年度の介護給付費県負担金の追加交付として５万３,０００円を計上いたします。 

 ８款の繰越金では、前年度からの繰越金として６,６５１万８,０００円を増額いたします。 

 次に４３ページをお願いいたします。歳出であります。１款の総務費１項の総務管理費は省略

いたします。２項の徴収費では、過年度分の保険料還付として１７万７,０００円を増額いたし

ます。 

 ４款の基金積立金では、前年度決算に伴いまして、介護給付費準備基金への積み立てとして
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２,７２８万４,０００円を増額いたします。 

 次に４４ページをお願いいたします。６款の諸支出金では、前年度実績に伴う国等への返還金

として３,９１１万２,０００円を計上いたします。 

 以上で平成１８年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明を終わり

ます。 

 続きまして、予算書の１７ページをお願いいたします。議案第４号平成１８年度周防大島町訪

問看護事業特別会計補正予算（第１号）につきまして補足説明を行います。本文で、既定の歳入

歳出予算の総額に１０万円を追加し、総額を２,６９３万５,０００円とするものです。 

 それでは、事項別明細書の４７ページをお願いいたします。歳入であります。１款の療養費交

付金は、居宅介護支援事業の過年度分として７,０００円を計上いたします。３款の繰入金は一

般会計から９万３,０００円を増額し、財源調整を行っております。 

 次に４８ページをお願いいたします。歳出であります。１款の訪問看護事業費では、介護保険

法の改正により、介護サービス事業者に介護サービス情報の公表が義務づけられたための経費

１０万円の計上であります。 

 以上で平成１８年度周防大島町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明を終わり

ます。 

 私からは以上であります。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  それでは、私からは、議案第５号平成１８年度周防大島町簡易

水道事業特別会計補正予算（第１号）から議案第８号平成１８年度周防大島町漁業集落排水事業

特別会計補正予算（第２号）までについて補足説明を行います。 

 補正予算議案つづりの２１ページをお願いいたします。まず、議案第５号平成１８年度周防大

島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について御説明いたします。今回の補正は、既定

の歳入歳出予算に９４５万９,０００円を追加し、予算の総額を１０億９,４４７万５,０００円

とするものであります。 

 事項別明細書５２ページをお願いいたします。歳出の１款簡易水道費２項事業費１目維持管理

費において、漏水等の修繕に対応するための修繕費及び原材料費を追加計上するものであり、そ

の財源といたしまして５１ページのとおり、一般会計から９４５万９,０００円の繰り入れを追

加するものでございます。 

 次に、議案第６号第平成１８年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）について

でございます。補正予算書の２５ページをお願いいたします。今回の補正は第１条に定めますと

おり、既定の歳入歳出予算の総額に６３９万６,０００円を追加し、予算の総額を４億８,１５８万
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３,０００円とするとともに、第２条において地方債の補正を行うものであります。 

 事項別明細書５５ページをお願いいたします。歳入につきましては、安下庄地区公共下水道事

業に係る国庫補助金の追加内示がありましたので、５５０万円を追加し、これに伴う下水道事業

債及び過疎対策事業債をそれぞれ追加するとともに、一般会計の補足説明でもありましたように、

下水道事業に係る資本費平準化債を７,１００万円追加し、その財源調整といたしまして、一般

会計からの繰入金を７,２３０万４,０００円減額するものであります。 

 ５６ページへ移ります。歳出につきましては、１目維持管理費において、下水道台帳作成委託

料を５０万円追加し、入札減により水質検査委託料を２０６万７,０００円減額しております。

２目下水道事業費は、安下庄公共下水事業の国庫補助内示に伴う工事請負費の追加補正でござい

ます。 

 議案第７号は平成１８年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について

でございます。補正予算書つづり３１ページをお願いいたします。今回の補正は、第１条のとお

り、既定の歳入歳出予算の総額は変更することなく、財源の調整を行うとともに、第２条により

地方債の補正を行うものでございます。 

 事項別明細書の５９ページをお願いいたします。歳入について、一般会計からの繰入金を

１,６１０万円減額し、下水道債を１４０万円、過疎対策事業債を２１０万円追加するものでご

ざいます。このうち、資本費平準化債は１,１６０万円でございます。 

 続いて、議案第８号平成１８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて御説明いたします。 

 補正予算書つづりの３７ページになります。今回の補正は、既定の予算に７２万円を追加し、

予算の総額を４,８７５万円とするとともに、第２表のとおり、地方債の補正を行うものであり

ます。 

 事項別明細書の６３ページをお願いいたします。歳入につきましては、資本費平準化債を

１,２４０万円借り入れることとし、一般会計からの繰入金を１,１６８万円減額しております。 

 ６４ページの歳出では、維持管理において汚泥濃縮ポンプのオーバーホールに係る経費、修繕

費１００万円の追加、入札減による水質検査委託料に２８万円の減額でございます。 

 以上が議案第５号から議案第８号まで、環境生活部所管の各特別会計の補正予算についての概

要でございます。何とぞ慎重に御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げ、説明

を終わらせていただきます。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  それでは、議案第９号平成１８年度周防大島町渡船事業特別会計補

正予算（第１号）につきまして補足説明をいたします。 
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 補正予算議案つづり４３ページであります。今回の補正は第１条のとおり、既定の歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ５５万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を８,５５２万

６,０００円とするとともに、第２条により、４７ページの第２表のとおり地方債の補正を行う

ものであります。 

 事項別明細書の６７ページをお開き願います。まず、歳入についてでありますが、３款県支出

金１項県補助金は、各航路の平成１７年度決算に基づき、県補助金が確定いたしましたので

７７５万７,０００円を追加計上するものであります。これに伴い一般会計からの繰入金を

７０３万４,０００円減額しております。 

 ６款の諸収入は、臨時職員の雇用保険自己負担分であります。 

 ７款町債は、日前待合所設置にかかわる工事請負費について、当初予算では過疎対策事業債を

充当しておりましたが、辺地対策事業債での対応が可能となりましたので、それに振りかえるも

のであります。 

 ６９ページの歳出におきましては、情島航路運行費において、運輸局の指導により、１０月か

ら船員を２人常務体制で運行することになり、賃金は当初予算で計上しております。この２人体

制に伴い、４名の臨時船員の確保に努めてまいりましたが、３名しか確保できず、勤務時間の関

係で、社会保険等への加入が必要となりましたので、これの負担金を計上するものであります。 

 続いて、議案第１０号平成１８年度周防大島町交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号）

について御説明をいたします。 

 補正予算つづりの４９ページであります。今回の補正は既定の予算から４万２,０００円を減

額し、予算の総額を９８３万８,０００円とするものでありますが、歳入では、平成１７年度か

らの繰越金を４万２,０００円減額し、歳出において予備費を４万２,０００円減額するものであ

ります。 

 以上が議案第９号平成１８年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）及び議案第

１０号平成１８年度周防大島町交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号）の概要であります。

何とぞ慎重御審議をいただきまして、御議決いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第２号平成

１８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について質疑はありませんか。

広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回新たに歳出において、実際的な制度の変更という格好で、

実際的には３億円を超える新たな国庫からの繰り入れということで、馬野部長の補足説明による

と、レセプトが１件当たりで８０万円を超える部分から１件３０万円を超える部分というイメー

ジで理解してくれということでありました。 
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 それで、補足説明の中で１点気にかかるのが、１つは圏域化して安定化という言い方をしまし

た。圏域化として安定化、本当に圏域化して安定化するのかどうなのか、事例的なものをちょっ

と聞いておきたいというふうに思います。それが１点です。単純にサイズが大きくなれば安定す

るというもんじゃないという危惧があるので、聞いておきたいというふうに思います。 

 それと、今回の新たな部分として３億円を超える部分ですが、実際的に、例えば、保健共同安

定化基金、今の事業の新たな交付金の算定方法とか、当然あるというふうに思いますし、標準保

険財政共同安定化事業拠出金の算定方法などについて補足説明を求めておきたいというふうに思

います。非常にわかりにくい部分なので求めたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  まず、保険財政共同安定化事業ですが、これは高額医療費に対

する拠出金ということですが、現在、実施されております高額医療費共同事業、これは、８０万

円を超えるものを基準に共同事業交付金として交付をされます。これは、高額医療費が多い保険

者というのは、当然保険税に跳ね返ってくるということでこれまで実施されてきたものです。今

回また新たに保険財政共同安定化事業というので、これはレセプト３０万円から８０万円を基準

に交付をされるということで、これは、医療費が高い保険者と低い保険者の差を縮めようという

ことで、県内の保険税の平準化を図っていこうということで、県内の全市町が拠出をするという

ことになっております。 

 平成２０年度から実施をされます７５歳以上対象とした後期高齢者医療制度、これは県の全市

町が加入する広域連合が保険者となりますので、保険税が統一されるということです。このため、

いずれ国民健康保険もその運営も都道府県の方へ広域化したいなという国の思いがあるわけで、

この事業が創設されたものと位置づけております。 

 それと、いろいろ拠出金などの算定方法ということですが、これは大変、中身が大変ちょっと

難しいもんですから、説明はちょっと省略をさせていただきますが、これも県などの方から計算

をされまして、こちらへ通知が来たものを計上してるところであります。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  それと、もう１点気にかかるのは、今まで特徴等との影響につ

いて出てくるのか出てこないのかという、いわゆる歳入部分で今まで特別徴収等が──ごめん、

失礼、特交部分とかそういう部分があったわけなんですが、それとはもう全く関係なしにこの部

分だけで新たな歳出という組み方ということで理解してよいのかどうなのか、聞いておきたいと

いうふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  保険財政共同安定化事業拠出金ですが、これは県内で拠出をす
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るということですが、この交付金の額につきましてもレセプト３０万円から８０万円の間でとい

うことですので、実際医療費がどれだけかかるかというのは実際わからないわけですが、これ一

応県の方から指導を受けまして、一応同じ、歳出と同じ額を歳入の方へ計上しておいてくれとい

うようなことで今回計上しております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次、進みます。議案第３号平成１８年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第４号平成１８年度周防大島町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）について質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第５号平成１８年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について質疑は

ありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  ここ以降から事業費関係で、先ほど椎木助役が答弁されたいわ

ゆる事業費関係で平準化分、いわゆる平準化債、わし今勘違いした、一つ飛ばした。今、下水道

まで行ってない、簡水の方、御無礼。簡水の方、失礼。 

○議長（新山 玄雄君）  介護保険、看護事業──済いません、こっちも間違えました。簡易水道

でございます。 

 進みます。議案第６号平成１８年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て質疑はありませんか。はい、広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  こっからね、今ちょっと事項別明細見よったら失礼しました。

こっから実際的に椎木助役が一般会計で若干補足説明された財源分として平準化債の対応という

部分がずっと事業畑で出てくるというふうに思います。平準化債について、いわゆるプラス・マ

イナスあるんじゃないかというふうに思います。基本的補足説明を求めておきたいというふうに

思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  今回、下水道関係の特別会計におきまして、下水関係の資本費の平

準化債、これを３つの特別会計で合わせて９,５００万円起債を起こすということで補正予算を
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計上しておりますけども、この平準化債の基本的な考え方なんですけれども、まず、下水関係の

起債、下水道債、これの償還が通常２５年となっております。下水関係の減価償却期間、これが

４４年ということで、この差を要するに起債で埋めていこうという考え方が出てきております。

これが資本費の平準化債ということでございまして、これについて財源の関係ですけれども、一

般会計のときに若干部長の方から補足説明でありましたけれども、借り入れ総額の２分の１、こ

れが普通交付税の減額になります。しかしながら、一方でその平準化債を借り入れた場合には、

その償還に対する元利償還、これの２分の１が交付税措置されるということになっております。

ですから、この部分で単純にいいますと、約これ２０年間で償還することになるわけですけども、

その２０年間の償還に対する元利の２分の１が交付税措置されるわけですから、そこらあたりを

踏まえますと、元利償還の、ですから償還の利息、ここの２分の１が２０年間にわたって償還に

対する利子の２分の１については一般財源がふえるということにはなりますけれども、これ今回

を例にして試算いたしますと、先ほど言いましたように、交付税が９,５００万円借り入れた場

合の交付税が半分減額になるということですから、４,７５０万円減額になります。ですから、

ここで単純にいうと４,７５０万円の一般財源は出てくるという考え方になります。しかしなが

ら、今申し上げましたように、利息部分の２分の１、これは交付税措置されますけれども、その

利息の２分の１というのは約１,０００万円ばかりになるかと思います。したがいまして、差し

引き３,７００万円ばかりの一般財源がここに出てくるというとらえ方にはなろうかと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。──それでは、進みます。ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第７号平成１８年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について質

疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 進みます。議案第８号平成１８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第９号平成１８年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）について質疑はあり

ませんか。はい、広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  これも先ほど補足説明はされたところなんですが、歳出におい

ては、ここに書いておるように、いわゆる新たないわゆる船員負担金ということになろうか思い



- 56 - 

ますが、実際的に前段分、部長が説明したいわゆる今までと補正後の対応ということで、いわゆ

る要員体制、船員体制をもう１回ちょっと補足しちょっていただきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  中野政策企画課長。 

○政策企画課長（中野 守雄君）  お答えいたします。船員体制でございます。先ほどの補足説明

でありましたように、昨年の定期監査におきまして情島航路２名体制で行うということでござい

ます。通常２０トン、船員法では２０トン以上で２名乗船ていうことが義務づけられておりまし

て、それ以下は義務づけはありません。ただ、通常、情については５トン未満ということで、設

置当初から１名ということで認可をおりております。ただ、昨年の４月に船員法の改定等があり

まして、ただ、これは２０トン以上の関係でしたんですが、その関係で情島は２名、ですから

２名といいましても一応船長と監査の指摘では両港の綱取りを設置するか、あるいは船長を、乗

組員を２人にするかということでもう指導がありました。ということで、渡船の場合は会計年度

が１０月から９月ということなんで、１０月から２名体制にしなさいという指摘があって、そう

いうことで行っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第１０号平成１８年度周防大島町交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号）について

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。──ないようでありますので、質疑を終結します。 

 以上で、議案第２号平成１８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）か

ら議案第１０号平成１８年度周防大島町交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号）までの質

疑を終結します。 

 討論、採決は最終日といたします。 

 暫時休憩します。３時５分まで休憩──いや３時じゃない、２時５分です、失礼しました。 

午後１時50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時05分再開 

○議長（新山 玄雄君）  再開をいたします。 

 先ほど広田議員の質疑に対する答弁留保しておりました。簡易水道のことでございますが、村

田環境生活部長から答弁させます。 

○環境生活部長（村田 章文君）  先ほど簡易水道事業特別会計の決算にかかわる質疑の中で、柳
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井広域水道企業団にかかわる出資累計、各構成団体の出資累計はという御質問いただきましたが、

後ほどということで留保しておりましたので、そのことについてお答えさせていただきます。

（「もうちょっと大きい声で」と呼ぶ者あり）はい。 

 構成団体が本町を含めまして６団体なわけでございますが、まず、柳井市の累計額が６７億

３,１９５万６,０００円、由宇町が３億９,５８０万８,０００円、上関町が７億３,０７２万

１,０００円、田布施町が１７億３,７０７万２,０００円、平生町が１７億４,９９５万

４,０００円、本町が先ほど収入役の補足説明でもございましたように４６億７,９２０万

５,３０５円という状況で、これ累計いたしますと１６０億２,４６５万７,０００円という

１７年度末現在の出資累計額になっております。 

○議長（新山 玄雄君）  それでは、進行します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．議案第１１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２９、議案第１１号平成１７年度周防大島町公営企業局事業剰余

金処分についてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。川田企業管理者。 

○公営企業管理者（川田 昌満君）  議案第１１号平成１７年度周防大島町公営企業局事業剰余金

処分についての補足説明を申し上げます。 

 お手元の議案つづりの１６ページの平成１７度周防大島町公営企業局事業剰余金処分について

をお開きいただきたいと思います。認定第１２号で御認定賜ります平成１７年度周防大島町公営

企業局事業決算の剰余金計算書の当年度末処分利益剰余金１億２,３０４万２,５６３円を処分す

るものであります。処分の方法としましては、地方公営企業法第３２条第１項に基づく法定積立

金としまして減債積立金に６１５万３,０００円を、残りの１億１,６８８万９,５６３円を利益

積立金に積み立てるものでございます。 

 以上で議案第１１号の平成１７年度周防大島町公営企業局事業剰余金処分についての補足説明

を終わります。どうかよろしく御審議いただき、御議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。 

 討論、採決は最終日といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３０．議案第１２号 
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○議長（新山 玄雄君）  日程第３０、議案第１２号あらたに生じた土地の確認についてを上程し、

これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第１２号あらたに生じた土地の確認につきまして補足説明を申し上

げます。 

 議案つづりの１７ページと参考資料別とじをつけておりますのでごらんください。 

 本案は、山口県が道路改良事業によりまして、周防大島町大字和田地先に埋め立てました土地

で、平成１８年７月２０日付、指令平１８公安第２４１号により、公有水面埋め立て法の規定に

基づきまして、竣工認可されたものでございます。このたび地方自治法第９条の５第１項の規定

に基づきまして、町議会の議決を求めるものでございます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決

を賜りますようよろしくお願いをいたします。 

 補足いたします。埋立地の用地につきましては道路用地でございまして、事業名は一般国道

４３７号線の道路改良事業でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１２号あらたに生じた土地の確

認について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．議案第１３号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３１、議案第１３号字の区域の変更についてを上程し、これを議

題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第１３号字の区域の変更につきまして補足説明を申し上げます。 

 本案は議案第１３号でお諮りをいたしました土地の字の区域の編入につきまして、地方自治法

第２６０条第１項の規定に基づきまして町議会の議決を求めるものでございます。内容につきま
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しては、議案第１２号と全く同じでございます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜ります

ようよろしくお願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１３号字の区域の変更について、

原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３２．議案第１４号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３２、議案第１４号周防大島町職員の勤務時間、休日及び休暇に

関する条例の一部改正についてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第１４号周防大島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の

一部改正につきまして、補足説明を申し上げます。 

 議案つづりの２５ページでございます。新旧対照表につきましては、２７ページ、２８ページ

以降に掲げてありますので、御参考にしていただきますようお願いいたします。 

 本案は人事院規則、育児または介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限の一部の改正に

よりまして、育児や介護を行う早出・遅出勤務の対象範囲が拡大されたことに伴いまして、本条

例の一部を改正しようとするものでございます。 

 主な改正理由は、職員がフルタイムで働きながら育児、介護を行い、家庭責任を果たすことが

できるよう始業及び終業の時刻を繰り上げ、または繰り下げて勤務させることを認めるものでご

ざいます。また、育児、介護を行う職員の早出・遅出勤務の対象範囲の拡大については、近時、

下校時の小学生にかかる凶悪事件が多発してる等の社会情勢を考慮いたしまして、学童保育施設

に託児している小学生の子の迎えのためにも利用できるように改正しようとするものでございま

す。これらの改正は、早出・遅出勤務の対象となる──これらの改正によりまして、早出・遅出

勤務の対象となる職員は、小学校入学前の子を養育する職員、児童福祉法に基づく学童保育施設
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に託児している小学生の子を迎えにいく職員及び介護が必要な親族を介護する職員が対象となり

ます。 

 また、この改正にあわせまして、育児または介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限

に係る条文の改正を行い、本条例の整合性を図るものでございます。なお、本条例は平成１８年

１０月１日から施行しようとするものでございます。何とぞ慎重なる審議の上、御議決を賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  対象となる職員という場合に、基本的には深夜及び早朝という

ことになれば、公営企業局の看護婦等ということになるんだろうか、それとも今の一般職の中で

そういう状況が発生するというふうになるんだろうか、その点ちょっと補足を求めておきたいと

いうふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。──暫時休憩します。 

午後２時16分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時17分再開 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  企業局も含みます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  当然、町職員である公営企業局も含めるわけなんです。その中

で、実践的に今回の条例改正変更に伴い、実際的に例えば深夜給になれば、今適応するとすれば、

いわゆる看護職、今看護師さん等が多く含まれる。例えば超過勤務であれば、もっと具体的に答

弁できる範囲で、具体的にこの条例が施行された場合に、例えば具体的にどういうことなのか。

深夜については例えば子育てのために、例えば夜間勤務は免除になるよという格好だけでそれが

済むのかどうなのか。例えば超過勤務についても具体的に例えば適応外よという格好になるのか。

具体的な条例が施行された場合の中身について、わかる範囲でちょっと答弁を求めたいと、ちょ

っとイメージがちょっとわかりにくいんで求めたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  それでは、お答えいたします。早出・遅出勤務の場合は、一応早出

を例えば３０分早めて勤務するとなれば、現在８時半でございますけども、８時からと。今度は

早く出ておりますので、今度は早く帰るということで、３０分、５時１５分まででありますと

４時４５分というような形になります。それで、今の早出・遅出勤務の場合でございます。深夜
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勤務の場合につきましては、深夜勤務の制限を希望する職員につきましては、１カ月前までに申

請していただくということになります。それで、１回に請求できる期間の上限は６カ月以内とい

うような規則で定めることになりますけれども、それと超過勤務の制限の場合につきましては、

基本的には前日でもできますけれども、業務を処理するためのそういう必要がございますので、

１週間前とかいうように早目に請求していただくというようなことで、これにつきましては、一

応期間は１年以内ということで、月を単位として必要時間を定めるというようなことになろうか

と思います。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  私もちょっと最近ちょっとわかりにくいところがあるんですが、

実際的にこの条例が施行された場合に、例えば夜間勤務の免除、例えば夜間勤務を申し出るちゅ

ことよりは免除という方が基本的には多いんではなかろうかというふうに思うわけです。例えば

今、町においてはそういう職種がないと思うんです、実際的に。夜間勤務と、部分というのは。

ほじゃが交代制勤務等においては、夜間勤務等があるわけよね、実際的に。先ほど言われたよう

に当然病院も当然この条例の対象なんです。そういう場合に例えばどの、いわゆるどういう範囲

の中で、ちょっと実践的にわかりにくいんで説明を求めよるんですが、例えば夜間勤務の免除の

申し出があった場合は当然その対象内ですよと。先ほど聞くと、いわゆる免除よりは夜間勤務を

したい人が変更ができるちゅような聞き取り方になったんで、ちょっと実際的には夜間勤務の免

除や早朝勤務の免除が条例施行の基本的考え方というふうに思うんですが、どういうふうな実践

的な解釈としてはどういうふうになっておるんだろうかということで、条例施行に際してどうい

う具体的になるのかということを質問しよるわけです。ですから、どちらがどうなるのかという

ことでわかる範囲で、それぞれ例えば職種でいえば、町長部局でいえば町長部局の職種の場合は

こういうふうな考え方ですと。それで、公営企業局の方としてはこういうふうにとらえちょると

いうのが当然あると思うんです、この条例施行に際して。それをちょっと具体的にちょっとイ

メージが、議員の方にイメージがわくように答弁を求めたいというのが中身です。 

○議長（新山 玄雄君）  河村企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（河村 常和君）  こういった法律が施行されて、たちまちすぐ現場で行っ

ていくことは難しいとは思います。ただ、今までの育児休暇におきましても、育児休暇というも

のができ、時代的に浸透してきて、皆様が１年なり２年の育児休暇をとってるというのが我々の

企業局の現場においてはもう既に起きております。それの欠員補助というのもいろいろな手を尽

くして踏まえながらやっていきます。こういった条例ができましたら、私どもも患者様のメーン

となる時間帯、午前中の診療時間を固定として、普通にやってるフレキシブルという勤務形態が

ございますので、そういった部分での対応、またおっしゃられるような三交代につきましては、
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三交代勤務を構成する関係上、その職員のその三交代勤務の中での勤務形態は難しいと思います

ので、外来勤務なり別の勤務形態に変えて、その中でこういった免除なり、早出・遅出ができる

ならば、時代とともに施行しきたいと考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  条例とか法律ていうのは、条文が非常に難しんで、ちょっと具体

的に御説明願いたいと思うんですが、８条の２項の括弧書きがありますが、職員の配偶者でその

子の親である云々ちゅのずっとありますが、ここはちょっと具体的に説明してください。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  お答えいたします。子を養育するというのは当然夫婦でありますの

で、そういう状態である場合に、教育が必要という場合に免除するという解釈でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  だから、いわゆる普通世帯があって、世帯主って大抵男が世帯主

になっちょると思うんですが、いわゆる、ここの括弧書きていうのはいわゆる父親のこと、当該

職員を除くっていうのはいわゆる父親のことなのかどうか、そういうふうにとらえていい。だか

ら、父親には同じ職員でも、例えば夫婦で職員の方もおられると思うんですが、いわゆるこの父

親の方にはこの適応はありませんよということなのか。じゃなしに、両方にあるわけ。じゃ、奥

さんが職員じゃなしに一般のでも男性の職員にこれは適応される、それはされないんじゃろ。い

や、ちょっとそこを。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  このたびの改正は国家公務員、それから、この地方公務員もという

ことで、国の方からの指示により改正するわけでありますので、例えば町の職員で夫婦共働きと

いうことであれば、奥さんが午前中１時間なり３０分遅く出ると、それから今度は主人について

は今度は迎えに行く関係があるので、１時間なり３０分早目にというような取り方もできますよ

ということであります。だから、民間企業の方であれば、また民間の方にそういうものがあれば

制度が活用できるということになろうかと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ３回じゃけ、これ以上言われんのんじゃけど、じゃけ、いわゆる

両方職員の方はわかります、両方とれるということですよね。だから、男の方が職員であって、

お母さんは職員でない。それはその民間の方でとれるんでしょうけども、じゃ、お父さんはこの

規定としてできるのか、これはだめなわけ。（発言する者あり）いや、どう。助役はだめちよる。

（発言する者あり）いわゆる配偶者というのは絶対奥さんが配偶者ちゅことはないわけよね。世

帯主が奥さんじゃったら男性の方が配偶者ということになるわけでしょ、要は、法律的には。じ
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ゃけ、その世帯、奥さんの方が世帯主であれば、それは当然それで男性の方でとれるんかもわか

らんけど、ほじゃが、じゃけ、だめなんじゃろ。 

○議長（新山 玄雄君）  明確に答弁をお願いいたします。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ちょっと明確に。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  お答えします。奥さんが勤めてる場合について、男性の職員でもと

れるし、奥さんが介護できる状態であればできないということであります。介護する人がおると

いうことであります。（発言する者あり） 

○議長（新山 玄雄君）  明確な答弁をお願いします。わかるように。もう一度、吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  町の職員であれば男性でもとれます。 

○議長（新山 玄雄君）  はい。ほかに質疑は、いいですね、あれで。ほかに質疑はございません

か。いいですかいね。執行部いいですか。いいですよね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１４号周防大島町職員の勤務時

間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３３．議案第１５号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３３、議案第１５号周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正

についてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第１５号でございます。議案つづりの３３ページでお願いいたしま

す。周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正につきまして補足説明を申し上げます。 

 本案は洪水時あるいは高潮時の水害による被害で軽減できるような情報を住民にわかりやすい

形で公表し、また普及し、住民に自分の住む地域の水害危険度を認識してもらい、自主的な防災

活動を促していく防災地図の作成につきまして、周防大島町ハザードマップ検討委員会を設置し

ようといたしております。そこで、浸水想定、避難の必要な区域、被災場所、避難ルート、避難
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情報の伝達手段等について委員から指導、助言をお願いすることといたしております。よって、

周防大島町報酬及び費用弁償条例第５条第１項の別表にハザードマップ検討委員会委員を加え、

日額報酬として５,０００円を支給しようとするものでございます。何とぞ慎重なる御審議の上、

御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１５号周防大島町報酬及び費用

弁償条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３４．議案第１６号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３４、議案第１６号周防大島町生きがい活動支援通所施設の設置

及び管理運営に関する条例の一部改正についてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第１６号周防大島町生きがい活動支援通所施設の設置及び管理運営

に関する条例の一部改正につきまして補足説明を申し上げます。本条例の中に旧久賀町椋野地区

椋野公民館西側にあります旧椋野保育所につきまして国、県の補助を受けまして昭和５６年度に

建設されたものでございますが、地域の児童数の減少によりまして入所児童がほとんど見込めな

くなり、集団保育面、運営費等の財政面を考慮した結果、平成１５年３月末をもって廃止をし、

その後、財産処分について検討を行ってまいりました。合併後も引き続き財産処分についての検

討を行い、県の指導を受けながら検討協議した結果、社会福祉施設への転用が適当であるとの結

論に至り、このため転用先の施設の設置目的を定める条例が必要となりました。本条例の一部を

改正しようというものでありますが、本条例の一部を改正してこの社会福祉施設としての条例の

中に組み込もうとするものでございますが、そこで周防大島町生きがい活動支援通所施設の設置

及び管理運営に関する条例の一部を改正しようとするということでございます。 

 なお、国庫補助を受けて整備をした建物でございますので、補助金等に係る予算執行の適正化
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に関する法律等に基づきまして、処分制限が定められておりまして、補助金の返還をそのまんま

廃止すると補助金の返還を伴うことになります。そこで補助金の返還を伴わない方法等を検討す

るということで時間を要したということでございます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜

りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  今かなり詳しく助役さんが説明をされたんで、皆さんもおわかり

になったと思うんですが、今後の問題ですけども、こうやって条例改正ができて、ここが何とか

また使い道がついたということですけども、ただかなり施設が老朽化してますですよね。貸し出

す場合は当然貸し出す側が直さんにゃいけんというように思うわけですが、その辺はどういうふ

うに考えておるわけですか。あくまで貸し出して、その借りたもんが直すというふうに考えてお

るのか、きちんとして貸し出すというようにするのか、そこだけ。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  ちょっと今の回答する前に、これも旧久賀町のことであります

ので、旧久賀町の議員の皆様この経緯御存じだと思いますが、ほかの議員の皆さんに対してちょ

っと説明をさせていただきます。 

 この旧椋野保育所ですが、先ほど説明がありましたように入所児童数の減少によりまして平成

１５年３月３１日をもって廃止をされたところです。旧久賀町では廃止に伴いまして財産処分や、

土地が借地ということで、地主との協議も進められましたが、地主が平成４０年までの契約継続

を希望してるということと、解体工事の財源が確保できないということで、国への財産処分申請

が保留となりまして周防大島町へ引き継がれました。周防大島町といたしましても、これまで協

議を進めてきたわけですが、補助金の返還、解体工事費、これが多額となります。また、県から

も財産処分申請を早くやれということで要請をされております。このために、この建物を社会福

祉事業として使用すれば補助金の返還は免除される。それと建物も昭和５６年建築ということで、

当然使用もまだ可能でありますので、補助金を返還しない方向で検討をしたということで、この

たび改正をするところであります。 

 今回この一部改正が可決されれば、補助金の返還は必要ないとの現在、国の回答もいただいて

おるところであります。今後の利用につきましても高齢者施設として利用したいとの事業者も今

ありますので、この生きがい活動支援通所事業、また条例の４条で、ほかに町長が必要と認めた

事業が実施できるということもありますので、高齢者の介護予防などの希望事業者に運営をお願

いしたいと思っております。 

 先ほど質問がありました改修しなければならない、改修しなければ今は利用できないような状



- 66 - 

況でありますが、町としては費用は一切出さないで、事業者に改修をお願いするところへ運営を

お願いしたいというふうに考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。荒川議員。 

○議員（５番 荒川 政義君）  今の国庫補助の返還をもしやるとしたらどんぐらいぐらいの費用

になるかということと、もし崩すと、今からどうしても大改修せなくちゃいけないようになって、

どうしても崩さんにゃいけんよというた場合に、国庫補助を返さんでもええ期限があろうかとい

うふうに思うんですが、そこら辺どうですか。１千何百万円ぐらいじゃった、ようちょっともう

一遍確認。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  現在補助金をもし返還するとなると、国、県合わせて１,４００万

円です。解体工事費につきましても約２,０００万円ぐらいかかろうかなと思っております。そ

れで、一応借地ですから、返す場合は更地にして、現在あるその建物はくい打ちなどをしており

ますので、相当費用がかかるということであります。あと、補助金が返還免除になる期間ですが、

建設から４７年ということであります。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。ほかに質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  もともとが旧久賀だけではなしに、道路について、単年度の議

論のときに出てきた課題ではあります。それで先ほど馬野部長が答弁されましたが、実際可能か

どうか、いわゆるきょうは一切いわゆる新たな施設、いわゆる施設ですから、新たな施設ですが、

実際的にはすべていわゆるその現況を使う人に貸し出すと、いわゆる町は一切、例えば整備等は

しない。ましてや生きがいサービスということになると、どこまで例えば中を、例えばデイ的な

ものが入るかもわからん。どういうようなものまで、いわゆるここでいう例えば新たな社会福祉

法人に貸し出そうとする、例えば生きがい活動支援通所施設、これはもうあくまでいわゆる新た

な契約がしようとするところが、町の建物であろうが、どんなに中を改造してもええと、すべて

あんたら勝手にしんさんせというのが理屈上通るかどうかちゅ面があるんです。あくまで町の施

設なわけですよ。それを勝手に改造してもええよということになるわけでしょ。いわゆる一定程

度、例えば一定程度改善しなければ、実際的には今助役が補足説明があった新たな社会福祉施設

としてやっていく場合に、実際的にはいわゆる来る例えば法人が、いわゆる町の施設であっても

勝手に改善しんさいというわけにはこれいかんのんじゃないかね、法的、新たな法的な部分とし

て、それは勝手ですよちゅわけにはちょっといかんのんじゃないかね。そこがちょっと気がかり

というか、実際的な、実践的な部分が出てくるんじゃなかろうか思うんです。ちょっとあいまい

にできない部分があるんじゃなかろうか思うんで、ちょっと再質問の格好になりますが、明らか

にしちょきたいというふうに思います。 
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○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  今回のこの条例改正につきましては、いかにして補助金を返還しないこ

とかと、または、もう一つは、またその当然地主さんからいえばその解体、または更地にして返

してくれ、または打ってるくいを抜いてから戻さんにゃいけんということになりますと、膨大な

その費用がかかるわけでございまして、町とすればいかにその社会福祉施設というふうな形で補

助金を返還しないで、なおかつその地域の利用ができるものはないのかということを模索してき

たわけでございますが、今御指摘のような、どこまでが改造が許されるのかということでござい

ますが、生きがい活動支援通所事業に使うとすれば、今までの施設が保育園でございましたので、

そんなに建物そっくりというようなことは当然ないわけでございます。ただ、若干雨漏りもして

おるようでございますし、もう数年廃園になっておるわけですから、トイレ等につきましても浄

化槽がすぐ使えないということもあると思います。しかしながら、町の方の方針が当然その補助

金を返還しない方法での活用ということを考えてるわけでございますから、町の方から改造をし

て差し向けるということはしないという方針でございます。 

 だから、利用される方の方も、この生きがい活動の方の介護保険絡みですから、そんなに大改

造して、莫大なお金をかけてからということは多分ないとは思いますが、それが仮にできなけれ

ば、借りる方の方が大きなお金をかけてまではやらないよということになれば、それはそういう

方が出てくるというのを若干待つということはなるかと思いますが、改造の方について町が今お

金をかけて改造するという気持ちは今のところ持っておりません。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  実はこれは一端なんです。今から先、例えば事の大小、建物の

大小あるかもわかりませんが、こういうものは今からたくさん出てくる可能性がある、周防大島

町全体で見れば。そういうときに一定の方針をきちっとしちょかんと、例えばあのときにはいわ

ゆる自由な改造ができた。自由といいますか、ある程度自由、言葉じりをとるわけじゃないです

が、そのまま社会法人でいくよちゅんでずっといっちょきゃええちゅ単純なもんじゃない。例え

ば今から先、例えば学校にしても、学校にしてもそうですし、例えば旧大島町でいえばいろんな

部分が出てくるんです。そういうときに例えば一定の方針をきちっと出しちょかんと、例えばこ

の部分については自由裁量権というか、ある程度自由裁量権を見る。それで、ほかの部分につい

ては自由裁量権は余り見ないとかいう矛盾が逆に出てくる可能性がありゃせんかと、確かに建前

上はこういうことで町としては、言うなればいわゆる国庫補助を返還しなくてええという有利な

側面はあるかもわかりませんが、これから先いろんなことを考えると、やっぱりある程度はいわ

ゆるこれは執行部内で方向性を決めちょかんと、この場合はこうじゃった、あの場合はこうじゃ

ったちゅことで、可能性としてあります。 
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 ほじゃけ、そりゃやっぱり今回条例設置についても一定程度やっぱりきちっとしちょく必要が

あるんじゃないかという分を危惧としてあるという程度のとどめちょきますが、やっぱり周防大

島町今から老朽化した町のいわゆる所有物、ましてや下の物がいわゆる民間の土地という場合、

すごい困難な部分がいっぱい出てくる可能性があるんで、それはかなり方向性を出して条例をつ

くっていかんと、これは最初の条例ですからね、いわゆる活用方について最初の条例ですから、

ある程度は方向性を出して条例していかんといけんのんじゃないかなという点だけ指摘しちょき

たいというふうに思います。 

 また、現行を私もちょっとわからんですが、もともとこの議論はさっき言うたように、道路を

もうつくらないかつくるかという議論の側面もあったわけです。あそこを延ばすかどうかという、

これは建設課の方じゃろうと思いますが、その議論からもいろいろ議論があったわけです。そう

いう中で執行部がそういう方向を出したとしても、やっぱり今から先よう詰めちょかんにゃいけ

ん問題もあるという点よね。それやっぱり助役、町長はやっぱりある程度方向性出しちょかんに

ゃいけんのじゃないですか、条例提案のときに、ちゅうように思いますが。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  余り財政面の効果ばっかり言うのも何かとは思いますが、廃止になった

とこを補助金の返還までして廃止にするというふうなことは、非常に今の財政状況から見ると難

しいと思います。どういう形の施設を今想定されて言われてるのかわかりませんが、いろいろな

施設がこれから出てきたとしても、できるだけ補助金の返還等のようなむだとはいいませんが、

そのようなとこに予算をつけないで済むような方法での廃止または休止というような形で持って

いかなければならないのではないかと、そのような余裕が若干ないということも御理解いただき

たいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  最後になると思いますが、もう一つ聞いておきたいのが、そこ

の面積と借地料ですよね、実際的に。今先ほど４０年間──ごめんなさい、平成４０年までちゅ

ことになると、かなり長期のいわゆる地主さんは、いわゆる契約を要求しちょる。何十年の契約

ちゅんか私にはちょっとわからんのですが、実際的にどのくらい借地料を払うようになるんです

か、そういう格好になると、その間。ちょっと具体的数字がわかる職員さんおりませんか。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  借地料は今、年間２５万円と思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  年間２５万円、計算したら。ほかに質疑はございませんか。尾元議員。 

○議員（２４番 尾元  武君）  一応確認事項としてお尋ねいたします。この生きがい活動の支

援の通所に関しましては、どこまでも高齢者の介護関係、介護予防とかデイサービスとか、そう
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いった形の方のみの福祉というふうにとらえていいわけですね。というのが、例えば児童福祉関

係に関しての利用というのはこれには該当しないということでしょうか。その辺だけ一応確認で

す。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  先ほど申し上げましたとおり、この条例の中に第４条でほかに

町長が必要と認めた事項というのがありますけど、この条例自体が生きがい活動支援通所施設と

いうことなので、これは高齢者に限ると認識をしております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１６号周防大島町生きがい活動

支援通所施設の設置及び管理運営に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３５．議案第１７号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３５、議案第１７号周防大島町国民健康保険条例の一部改正につ

いてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第１７号周防大島町国民健康保険条例の一部改正につきまして、補

足説明を申し上げます。健康保険法の一部を改正する法律が平成１８年６月２１日に交付され、

現金給付について、少子化対策等の観点も踏まえ、給付の重点化を図ることとし、出産育児一時

金につきまして、現行の３０万円から３５万円に改正され、平成１８年１０月１日に施行すると

いうことになりましたので、これに伴います条例の整備でございます。 

 ３８ページに条例の新旧対照表が示してありますので御参照いただき、何とぞ慎重なる御審議

の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１７号周防大島町国民健康保険

条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３６．議案第１８号 

日程第３７．議案第１９号 

日程第３８．議案第２０号 

日程第３９．議案第２１号 

日程第４０．議案第２２号 

日程第４１．議案第２３号 

日程第４２．議案第２４号 

日程第４３．議案第２５号 

日程第４４．議案第２６号 

日程第４５．議案第２７号 

日程第４６．議案第２８号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３６、議案第１８号山口県市町村災害基金組合の解散に関する協

議についてから、日程第４６、議案第２８号山口県自治会館管理組合の解散に伴う財産処分に関

する協議についてまでの１１議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  それでは、議案第１８号から議案第２８号までの補足説明を一括して行

います。 

 本案は県内の市町村合併に伴いまして、県内市町村を包含する一部事務組合等の構成団体の数

が減少しておりまして、合併後においても構成団体の負担金を大きく変更せずに、組合等を管理

運営し、維持していくためには、山口県市町村災害基金組合、山口県市町村職員退職手当組合、

山口県市町村消防団員補償等組合、山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合及び山口県自治会

館管理組合をそれぞれ解散し、これらの共同処理事務を一元的に処理する新たな複合的一部事務
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組合を設立することによりまして、組合運営及び事務の合理化を図るため議会の議決をお願いす

るものでございます。 

 議案第２３号には、山口県市町村公平委員会の共同設置の廃止に関する議案が出ておりますが、

これにつきましても市町村公平委員会の権限に関する事務を新たな複合的一部事務組合で処理し

ようとするというものでございます。 

 また、山口県市町村災害基金組合を初め５つの一部事務組合がそれぞれ所有をいたしておりま

す財産処分につきましては、平成１８年１０月１日に設立を予定しております山口県市町村総合

事務組合に一切の財産を帰属させるため議会の議決をお願いするものでございます。 

 以上、議案第１８号か２８号までの補足説明を終わりますが、何とぞ慎重なる御審議の上、御

議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第１８号山口県市町村災害基金組合の解散に関する協議について、質疑はありませんか。

広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  １８号からずっとあって、すべてが２９号の中に入ってくとい

う考え方と。いわゆる１８号からずっと解散ということになりますよね、新たに設置するものと

して２９号で出てきますよね、これすべて災害、１８号から１９号すべてにおいて２９号でいわ

ゆる網羅する、網羅するといいますか、いう考え方でよいのかどうなのか、ちょっと確認しちょ

きたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  お答えいたします。先ほど助役の方から説明いたしましたように、

市町村災害基金組合、山口県市町村退職手当組合、山口県市町村消防団員補償等組合、山口県市

町村非常勤職員公務災害補償組合、山口県自治会館管理組合をそれぞれ解散すること、それと市

町村公平委員会の共同設置の廃止というようなことで、すべて網羅されております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  財産については、新しく設置される組合に引き継がれるように書

いてありますが、職員については、各組合におられた職員についてはどうなるわけですか。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  資料によりますと平成１８年度現在職員２０名おりますけども、

２２年までに１５名ということで、一応１５名体制ということで最終的な目標を置いております。

それで、事務局には総務班とか調整班、業務第１班とか業務第２班というようなことで、事務の

合理化が進められております。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。ほかに質疑はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第１９号山口県市町村職員退職手当組合の解散に関する協議について、質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第２０号山口県市町村消防団員補償等組合の解散に関する協議について、質疑はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第２１号山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散に関する協議について、質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第２２号山口県自治会館管理組合の解散に関する協議について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第２３号山口県市町村公平委員会の共同設置の廃止に関する協議について、質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第２４号山口県市町村災害基金組合の解散に伴う財産処分に関する協議について、質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第２５号山口県市町村職員退職手当組合の解散に伴う財産処分に関する協議について、質

疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第２６号山口県市町村消防団員補償等組合の解散に伴う財産処分に関する協議について、

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第２７号山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散に伴う財産処分に関する協議に

ついて、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第２８号山口県自治会館管理組合の解散に伴う財産処分に関する協議について、質疑はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論、採決に入ります。議案第１８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１８号山口県市町村災害基金組

合の解散に関する協議について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１９号山口県市町村職員退職手

当組合の解散に関する協議について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２０号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２０号山口県市町村消防団員補

償等組合の解散に関する協議について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２１号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２１号山口県市町村非常勤職員

公務災害補償組合の解散に関する協議について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２２号山口県自治会館管理組合

の解散に関する協議について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２３号山口県市町村公平委員会

の共同設置の廃止に関する協議について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２４号山口県市町村災害基金組

合の解散に伴う財産処分に関する協議について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 
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 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２５号山口県市町村職員退職手

当組合の解散に伴う財産処分に関する協議について、原案のとおり決することに賛成の議員の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２６号山口県市町村消防団員補

償等組合の解散に伴う財産処分に関する協議について、原案のとおり決することに賛成の議員の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２７号山口県市町村非常勤職員

公務災害補償組合の解散に伴う財産処分に関する協議について、原案のとおり決することに賛成

の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２８号山口県自治会館管理組合

の解散に伴う財産処分に関する協議について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４７．議案第２９号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第４７、議案第２９号山口県市町総合事務組合の設立についてを上
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程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第２９号山口県市町総合事務組合の設立につきまして補足説明を申

し上げます。 

 本案は、市町村合併の進展に伴う県下市町村の再編及び行財政改革の動きに適切に対応するた

め、市町村関係団体及び一部事務組合等の統合、合理化による効率的、安定的な運営基盤を確立

し、市町に対する支援機能の充実強化を図るため、地方自治法第２８５条の規定に基づきまして、

災害基金組合、退職手当組合、消防団員補償等組合、非常勤公務災害補償組合、自治会館管理組

合、公平委員会及び交通災害共済事業を新設統合いたしました複合的一部事務組合として山口県

市町総合事務組合を設立しようとするものでございます。 

 議案書の５１ページにありますが、設立の年月日は平成１８年の１０月１日、構成団体は山口

県内の全市町とほか２３の一部事務組合。 

 ３番目の共同処理事務としては、そこに掲げてあります共同事務を処理しようとするものでご

ざいます。 

 組合の規約につきましては、５３ページから規約が出ておりますが、第１章で総則について、

第２章で組合の議会について、第３章で組合の執行機関について、第４章で組合の経費の支弁の

方法について、第５章で雑則、それぞれ必要な事項を規定し、山口県市町総合事務組合を設立す

るため議会の議決をお願いするものでございます。なお、本規約は平成１８年１０月１日から施

行しようとするものでございます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  一つは、いわゆる山口県の新たな総合事務組合規約の中で、組

合の議会というところをちょっと見ていただきたいんですが、これは市町の長のうち互選した者

８名と市町の議会の議長のうちから互選した者２人ということでなっとります。それで実際的に

は議会代表が基本的にはほとんど出られないというのが一つであります。 

 それで、取り扱う事務としては、最初にあるいわゆる共同処理の中に地方公務員法によるいわ

ゆる公平委員会の権限に関する事務と、事務取り扱いが入るわけです。実際的に公平委員会とし

てのいわゆる機能がこういう構成の中でできるかどうか。いわゆるこれでいくと、結局は公平委

員会等にかかわることであっても、事務処理しようとすれば、結局は首長等の言うままになって

しまうという恐れがある。こういう構成ではそういう格好になりゃせんかという点が一つあるん

ですが、どういうふうにとらえちょるんか、議会のとらえ方について。それと、やるべき事務の
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内容についてどういうふうにとらえちょるんか、ひとつ聞いておきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  ちょっと今誤解があるのではないかと思いますが、今のは市町総合、済

いません、総合事務組合の組合議員のとこを御指摘になったんではないかと思いますが、公平委

員会は第１１条の──規約の第１１条でございますが、組合に山口県市町公平委員会を置くと、

公平委員会の委員は管理者が組合の議会の同意を得て選任する。管理者は前項の規定により選任

された委員の指名等々ありますが、公平委員会の事務自体をこの組合議会の議員がすべて行うと

いうことではないということでございますので、そこら辺は御理解いただきたいと思いますが。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  いや、私が言うのは、実際的に公平委員会の事務処理について

は、公平委員会部分がやるが、そのいわゆる事務を、いわゆる私が勘違いかもわからんのですが、

実際に例えば組合議会でそういう審議対象になりゃせんか思うんです。それは組合議会の審議対

象外と、いわゆる新たな組合議会ができるわけですよね。それで、事務取り扱いの部分について

は組合議会としては、そういう部分については、いわゆる実際的には審議対象外ということなる

んかどうなんか、その辺からちょっと説明してほしいわけよ。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  規約の第３条でございますが、組合の共同処理する事務というとこの第

８号でございますが、地方公務員法第７条第３項の規定による公平委員会の設置及び同法第８条

第２項に規定する公平委員会の権限に関する事務が今回のこの組合の共同処理する事務に入って

おります。これを第１１条におきまして、この事務を行うために山口県市町公平委員会を置くと

いうことでございますから、当然公平委員会の事務はこの１１条の中に置かれる公平委員会で行

うということだと思います。 

 ただ、その公平委員会も含めた全体的なその事務処理と、事務処理というのは公平委員会の中

身の事務ではなくて、例えば人事とか、総務とかと、議会とかというふうな事務はすべてこの総

合事務組合で行うというための、そこのとこの議会の議員だというふうに御理解いただきたいと

思います。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  地方自治体が少なくなって、統合して、実際的には１０数名が、

今まで２５名ですか、何名かがやりよった仕事が１０数名になるかもわからん。その１０数名が

やる仕事を、はよ言うたらこのいわゆる新たなできる議会がいわゆる監視といいますか、監視と

言うちゃおかしいが、そういう例えば出てきた内容を協議し、そして言うなれば新たな議会でチ

ェックするということになるんじゃないですか。議会という、新たな議会というのは。当然そう
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いう、いわゆる議会はそこをチェックするんじゃないですか、機能としては、出てくる仕事。い

わゆる統一して事務処理が出てきますよね、そういう例えば統一して出てきた事務処理、日常的

には１０数名がやる。１０数名かちょっと誤解があったらあと答弁求めておきたいと思うんです

が、それを例えば日常業務をすると、一方では一般職員が日常業務をしますと。それで議会とし

ては、その日常業務等のあり方についていろいろ協議してやってく、中身をやっぱり見ていくと

いうのがこの議会の役割じゃないか思うんですが、そこのところは私の誤解ですか。ちょっと答

弁求めておきたいというふうに…… 

○議長（新山 玄雄君）  村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  今、公平委員会ちょっと限定して発言されておりますが、全体的に

この山口県下におけます消防団員補償等組合、あるいは非常勤職員公務災害、退職手当組合、災

害基金組合いろいろございます。これは現況では、現況というか以前は町村会の職員の中で２人

ぐらいが担当者としてこういった事務を処理しておりました。したがって、いろいろな事務を処

理するのに組合今ばらばらになっておりますが、今度は市町総合事務組合の中で一括してやって

いこうということでございまして、今までもそれぞれの組合にいわゆる選任された委員さん等々

がいらっしゃいました。これも合併することによってある程度のいわゆる経費の節減ということ

にもつながるでしょうし、事務の節減ということにもつながるということで集約されたものでご

ざいますから、今回新たに初めて出てきたものではございません。その辺を御理解ください。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  非常に、今言われたように、中身としてはそういう事務をやり

ますよと、そういう事務、いわゆる…… 

○議長（新山 玄雄君）  済いません、４回目でした。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  ４回目。 

○議長（新山 玄雄君）  失礼。ほかに質疑はございませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  僕も今ちょっと同じように疑問を持っちょたんですが、いわゆる

組合議会の構成が首長側が８人、いわゆる議会側が２人、だからこの構成が広田議員は、僕も思

いよった。この８人対２人ていう構成がバランスが悪いんじゃないかというのが質問だと思いま

す。僕もそういうふうに思ってました。 

 で、僕の質問は、いわゆる下の方にあるんですが、管理者なり、それから議員は報酬、いわゆ

る給料を支給をしないというふうにきちっと規約でうたってありますけども、収入役、それから

監査委員、執権を有する監査委員２人ですが、これについてはそれがうたってないわけですが、

どのように、これはまたいわゆる管理者がいわゆる規約でするのかどうか、その辺ちょっと御答

弁願います。 
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○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  お答えいたします。監査委員につきましては、管理者が議会の同意

を得て執権を有する者のうちから２人、組合議員のうちから１人を選任するということになって

おります。 

 それから、収入役につきましては、また議会で同意を得て収入役を選任するということになり

ます。 

 報酬につきましては、監査委員は報酬はありますが、組合議員につきましては、今までどおり

報酬は無報酬ということで、今回のこの総合事務組合の設立というのがいわゆる経費の節減と、

今の負担金程度で運営していくという考え方がありますので、今までどおり報酬はなしというこ

とになります。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  課長、もう１回ゆっくり言うよ。収入役については給与はどうな

るのか。今の執権を有する監査役については給料を出すというが、じゃ、何ぼ出すんかというの

がこれにうたってないからどうなるんかという意味で質問しよる。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  組合議会は、またこれが設立ということで、各自治体の同意が得ら

れれば、今度は管理者、副管理者等も決まり、それから今の収入役の報酬とかいうようなものに

ついては、そこで決められるものであります。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２９号山口県市町総合事務組合

の設立について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４８．議案第３０号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第４８、議案第３０号柳井地区広域消防組合規約の変更についてを

上程し、これを議題とします。 



- 80 - 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第３０号柳井地区広域消防組合規約の変更につきまして補足説明を

申し上げます。 

 本案は消防組織法の一部を改正する法律が平成１８年６月１４日に交付、施行されたことに伴

いまして、柳井地区広域消防組合規約第１０条第１項中、第１２条を第１１条第１項に改めるた

め、同組合の規約の一部変更について議会の議決をお願いするものでございます。要するにその

法の改正によりまして上ずれが起こったということでございまして、特に内容ではないと思って

おります。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第３０号柳井地区広域消防組合規

約の変更について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４９．議案第３１号 

日程第５０．議案第３２号 

日程第５１．議案第３３号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第４９、議案第３１号油宇集会施設の指定管理者の指定についてか

ら、日程第５１、議案第３３号むつみ荘の指定管理者の指定についてまでの３議案を一括上程し、

これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第３１号、３２号、３３号の補足説明を一括して申し上げます。 

 議案第３１号の油宇集会施設の指定管理者の指定につきましてでございますが、本案は周防大

島町コミュニティー施設設置条例に定める油宇集会施設の指定管理者の指定について、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定に基づきまして議会の議決をお願いするものでございます。 

 この施設は自治会組織油宇自治会の区域に位置をいたしておりまして、現在、管理委託をお願
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いしておるところでございます。また、自治会活動の拠点ともなっているところでございます。

よって、施設の設置目的からも、これから引き続き油宇自治会を指定管理者に指定することが最

良と判断をし提案をさせていただきました。なお、非公募で指定管理料が発生する場合の指定期

間は１年でありますが、このたびの期間は平成１８年の１０月１日から１９年の３月３１日の

６カ月間というふうに予定をいたしております。 

 次に、３２号でございますが、小泊集会施設の指定管理者の指定でございます。油宇集会施設

と全く同じ状態でございまして、現在、小泊地区に管理委託をお願いし、また自治会活動の拠点

となっているところでございます。施設の設置目的からいたしましても引き続き小泊自治会を指

定管理者と指定することが最善と考えまして提案をさせていただいております。ここも非公募の

指定管理料が発生する施設でございますが、指定期間は１０月からという年度の途中でございま

すので、平成１９年の３月３１日までということにいたさせております。 

 次に、議案第３３号でございますが、むつみ荘の指定管理者の指定でございます。本案は周防

大島町コミュニティー施設の設置条例に定めるむつみ荘の指定管理の指定でございますが、この

施設は現在町直営で運営をいたしておりますが、このたび施設が位置をいたしております自治会

組織土居自治会から指定管理者の指定の申し出がありました。施設の設置目的からも土居自治会

の指定管理者に指定することがより有効な活用ができるものと判断し提案させていただきました。 

 なお、非公募で指定管理料が発生しない場合の指定管理期間は５年間というふうな基準を設け

ておりますが、今回初めて指定管理をお願いするということでございまして、土居自治会の意向

を受けまして、このたびの期間は平成１８年の１０月１日から平成２０年の３月３１日までの

１年半を予定をいたしております。何とぞ慎重なる審議の上、御議決を賜りますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第３１号油宇

集会施設の指定管理者の指定について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第３２号小泊集会施設の指定管理者の指定について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第３３号むつみ荘の指定管理者の指定について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論、採決に入ります。議案第３１号、討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第３１号油宇集会施設の指定管理

者の指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第３２号小泊集会施設の指定管理

者の指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第３３号むつみ荘の指定管理者の

指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５２．議案第３４号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第５２、議案第３４号平成１８年度小松屋代簡易水道配水管新設工

事の請負契約の締結についてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第３４号平成１８年度小松屋代簡易水道配水管新設工事の請負契約

の締結にきまして補足説明を申し上げます。 

 本工事は去る８月３０日にアイサワ工業株式会社外１５社による指名競争入札の結果、最低入

札者が２社による同額となり、くじによりユタカ工業株式会社に６,８０６万７,０００円で落札

をいたしました。つきましては、消費税を加えました７,１４７万３５０円で工事請負契約を締

結しようとするものでございます。施工場所は西三蒲から小松地区にまたがる地域でありまして、

工事概要につきましては、峠地区の大島第２配水地からちょうど三蒲久賀線、国道４３７号線、
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県道飯の山公園線を経由して瀬戸受水槽に至る５,１３５メートルの配水管を布設する工事でご

ざいます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  入札について質疑をしちょきたいというふうに思いますが、私

がこうずっと議会の中で見てくると、実際的に９５近くが特殊な事情において、実際的９５近く

が１７年度事業があったわけなんですが、実際的に今回入札諸費価格いうことになると、実際的

には９０を切ったという状況なんかどうなのか、ちょっと報告を求めておきたいというふうに思

います。いや、計算できんけえ。 

○議長（新山 玄雄君）  計算したらわかる。村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  ８２％です。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第３４号平成１８年度小松屋代簡

易水道配水管新設工事の請負契約の締結について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（新山 玄雄君）  以上で本日の日程は全部議了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次の会議は、９月２１日木曜日、午前９時３０分から開きます。 

○事務局長（坂本  薫君）  御起立願います。 

午後３時27分散会 

────────────────────────────── 


